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日頃から公の施設の指定管理者制度の運用等にご協力頂き、ありがとうございます。

さて、本市においては「利用料金制度Jを導入している施設が現在39施設あります。

この施設利用料金につきましては、地方自治法により指定管理者が当該自治体の承認を

受けた上で定めることとなっていますが、現在、市内各施設において、この承認手続きが

実施されていない状況にあります。

つきましては、利用料金制度を導入している施設又は導入予定の施設の所管課において

は、下記のとおり手続きを行っていただきますようお願いいたします。

記

1. 承認手続きの方法

手続きには「承認申請書（兼）承認書」の様式を使用してください。

（様式例は、庁内 LAN「共有掲示板J＝ば通知・調査文書」！こ掲載しています。）

( 1 ）指定管理者から市に対しての承認申請書の提出

指定管理者が様式（上部）にて利用料金案を作成し、申請する。

(2）申請に対する市の承認書の交付

( 1 ）の申請に対し、様式（下部）にて承認を与える。

※【承認の基準】

地方自治法上、特段の規定は無いので、各施設設置条例規定等に基づき判断

することになる。ただし、本制度は料金決定にある程度指定管理者の主体性を

認めようとするものであるため、条例規定等に反しない限り、原則として承認

を与えるべきものである。

2. （~~＝＝~：思行つ川い施設 i;M-:t Ii) ~°Zf.11自社だか（~~~：~＇） 
平成 20年度年度協定締結時に併せて行う〆 ち奥村ヲ，－.＼ii~~ 乞1をラ I~聞がれ．
その後は、毎年度行う必要は無く、基本協定締結時に併せ行う。

（※指定期間途中に指定管理者側が料金変更を行う場合は、その都度手続を行う。）

(2）現在、手続を行っている施設

次回の基本協定締結時に併せて行う。

【文書取扱】

市民協働係高久、安田

（内線3030、30 3 1) 
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延岡市00センタ一利用料金承認申請書

年月日

延岡市長

申請者住所

団体名

代表者氏名 印

次のとおり、延岡市00センターの利用料金について承認を受けたいので申請します。

1. 承認申請事項

区分（施設・設備名） 単位 金額 条例限度額 備考

2. 申請理由

3. 適用開始日 年 月 日から

（注）必要に応じ、関係書類を添付してください。

文書番号

年月日

指定管理者様

延岡市長 印

延岡市00センタ一利用料金承認書

上記の申請を承認します。

注意事項

指定管理者は、当該利用料金を市民に公表してください。
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、 公の施設指定管理者導入施設について 〈延岡市〉

平成19年4月1日現在

所管課 l•·I 指定管理者常時以施時J一一一一旦唾些－ I 制~J＿＿＿矧 周回世仇
｜島野浦島開発総合センター ｜島浦町区 ！平成18同月rnl平成23同月31日｜ 5 ｜湖しない｜ 0 

企画課 13 延岡市川申コミュ二ティセンター｜延岡市川中コミコ二ティセンター管理運営委員会平成19刷用1日｜職24同月31s1 5 I 1 I o 
｜延岡市岡富コミュニティセンター｜延岡市岡富コミコ二ティセンター管理運営委員会平成19同月rnl平成22同月31日｜ 3 I 2 I o 
｜北老人福祉センター i財団法人 延岡市高齢者福祉協会 ！平成18制月1日｜平成23同月31日｜ 51公開しないlx （使用附

唖望月世ンタ－ j 財団法A 延恒喧賓償費回全一一＿L哩1型空4fJJ ＿~j明2翌年望月31 日！ 5 凶~1竺一一〉
i i 恒竃地区高齢笥コミコマィセンタプ j社会福祉法人一ー延旦璽立会遺埜~議会 l 平成18同旦1旦注目立1~月31 a i 3 l___j__J_~ __ c向”〉

高齢者対策課I7 I延岡市東海デイサービスセンター i社会福祉法人 三ツ葉会 ｜平成18同月1日｜平成お悶31日I5 I湖しない｜ 0 

延岡市岡富デιピスセンター l財団ぽ人証向市部者福祉協会－－r；~~~~~~r~~一一一一一一「三三五ムミい，，~
延岡市島浦デイサービスセンター｜社会福祉法人 干考会 ｜平成18刷用1日｜平成23同月31日｜ 51湖しない｜ 0 
i延岡市費護老人ホーム ｜社会福祉法人 みのり会 ｜早成18刷用1日！平成23同月31日｜ 51公明しない｜ Q 
1緑ヶE児童館 ｜社会福祉法人 緑ヶE福祉会 ｜平成18同月rnl平成23同月31日I5 I 1 Ix c使用問

旭児童館 l学校法人 純山学園 ｜平成18同月1日l開 23同月31日｜ 51公開しないIxc使用附

Im mファミリーハイツ社会福祉法人 緑ヶE福祉会 ｜平成18刷用rnl平成23同月3181 5 I 1 rx c間同児童家庭課 I 6 I延岡市＠子話 一 ー－・ ~ l －一ー一一ー一一－ I 一旦1旦 ト ーl
延岡ライトハウス盲人ホーム｜財団法人 延岡愛盲協会 ｜平成18同月1副平成23ね月31日I5 I 1 Ix crvu附

｜延岡市点字図書館 l財団法人延岡愛盲協会 1平成18同月rnl平成お同月31日I5 I 1 Ix細則

i ぽちなかキッズホーム i_NPO法人延岡市子育て支援協議会 l 平成18開1 日｜平成2~月31sl 5 I 1 I o 
｜延岡市立島浦診療所 ． 8浦町区 i平成18刷用1日｜平成28同月3181 10 I 1 ｜川使用同
一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

健康管理課I3 I延岡市夜間急病センター l社団法人延岡市医師会 ｜平成16前月1日｜平成26同月3rnl 10 I畑しないIxc使用附

I ｜鰍利用健康施股ヘルストピア延岡｜株式会社 ヘルストピア延岡 ｜平成1開月1日｜平成2問 問 白 川oI 1 I Q 
｜延岡市興野地区多目的研修センター｜舞野地区多目的研修センター運営協議会｜平成18同月1日｜平成21同月31日 3 ｜湖しない｜ Q 

農林課 I 3 I延岡市家畜排池物処理センタ一局限会社 延岡地区有機肥料センター ｜平成18同月1 日｜平成2~同月31 日 51湖しない｜ 0 
延岡市農産加工研修センター哩岡市農村婦人研修センター運営協議会｜平成18年4月1日｜平成23同月31日 51湖しない｜ 0 

－延岡市東海3ミ1:7ィ1!~9- は正岡市東海コミュニティセンター管理運営協誠会｜平成18年4月1日｜平成21同月31日｜ 3 I 4 I Q 
農村整備課 I2 ！~~~ぐ旬、 「 十 一ー ト一一一ーーす一一一一旦己旦！一三一一三一｜

｜ ｜黒仁団地区営農飲雑用水供給施股｜黒仁田生産組合 ｜平成18年4月1日｜平成23同月31日 5 ｜公開しない｜×ほし〉

｜円｜延岡市須美江家族旅行柑 ｜須美江家族旅行村管理協＆ 平成18刷用1日｜平成21同月31日 3 I 1 I o 
商業観光課 12一一一一一一一一一 ト ロ ｜何回目－I 0月一 ο トー＇－－－ 1

｜ι ｜延岡市共同作業蝿 同正岡市共同作業揚使用者団体 平成18刷用1日｜平成獅3月31日I5 I公明しないいほし〉
台数言語）1厄函二一ーーィセシヂトケ岡三三三千~－；~管理運営委員会平成1如月1 日！平成21同月31 日 L 3 ドムム「と「

｜ ｜延岡総合文化センター ｜財団法人延岡総合文化センター 平成18同月1日｜平成23同月31日I5 I畑しない｜ 0 文化課 I 2 i ←ー ト ー一一一一ー一一一一一一一一一＿L:t:胤 山 ？ ？ l I ド竺些｜
i 1 延岡市公会堂四団草創 l~団~~_j坦飴文化センター ＿］~盟国平舵3同月31 日 I 5 I~四L 9 

脚””は i浜木綿柑 揃飴産墾株式会社 1 平成1問問1~堅2週四J-9__（＿笠畦~~L 9 
1ι ｜末越レジャーパーク ｜北浦総合産業株式会社 i平成18同月1日｜平成23同月31日1 51湖しない｜ 0 

~~·主傾向；~~:---1-－：元扇計十一ピスセンタート社会福祉法人干考会 ！平成18回目白l平成お同月31日「5公んふl=Q

｜ ｜三極生活改善センター ｜板下区 J 平成1~同月rnl 平成23同月31 日｜ 5 ｜公開しないl Q 

I J慌時宣言改善センター l横蜂区 旦IDB.￥眉rn1平成2~塁手月31日l 91”！レ坦Io 
I~間宮4片方中部地区集活センタ一川水流区 平成18同月1日｜平成23同月3rn! 5 I湖しないIQ6卜一一－ i 一一 司 → ド竺型｜
｜岡市湾側合 問 問 雌 即IIキャンプi上鹿川観光組合J F町一呂田旦坦l平成23同月31Bl_9__k些恥1Q 
i延岡市ETOランド速日の峰i財団法人速日の蜂振興事業団 平成1~刷用1 日｜平成23同月31 日 I 5 I公明しない｜ 0 

． 延岡市高齢者活動区選施設（板下老人クラブ 一 平成18取引旦J平坦哩塑空1_§_:_J三｜ρれないIo 
国市北方健康福祉センター社会習悩人延岡開会糧問事会－ I平成1印 刷B'.Ijl/ri23~3月3！日 5 ー”しないl 0 

&I 4 l延岡市北方デイサービスせンタ一社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会「平成18問 rn：平成23同月31§__ 5 I盆回、l 0 
－一一一一一 一 一

延岡市曽木デイサービスセンター社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会 ｜平成18年4月 1 日 l 平成23同月~1 日 ;>I公明しない｜ 0 
延岡市北方母子健康センター二股区 ｜平成18年4月1日平成23年3月31日1 51υ”しない｜ 0 
延岡市腰産物直売・食材供給施股財団法人速臼の峰振興事業団 平成18同月1日平成23同月31日j5 I湖しない｜ 0 

北方農赫課 3 延岡市農称産物集出荷貯蔵施設延岡農業協同組合 平成18刷用1日｜平成23同月31日 51公唱しない｜ 0 
｜延岡市下鹿川特集者健闘遣用建物下鹿川区 l平成18同月1日平成？3同月31_i;l' p ｜公開しない｜ 0 

北方教育課 1 ：延岡市北方南部地区体育館 曽木区 ｜平成18刷用1日開23同月31白51公明しない｜ 0 
I 1 j延岡市道の駅北川はゆま （抹）北川はゆま l平成18年9月1日平成23同月31日｜ 5 I公明しない｜ 0 

北川町飽噸開I 1 l延岡市ホタルの里休暇村 （株）北川はゆま 平成18年9月1BiIjlfil23悶 3181 5 I閣はいIo 
． 一一

1 延岡市祝子川温泉美人の湯伺祝子川温泉美人の湯 平成18年9月1日l平成23同月31日 5 I湖しない｜ 0 

-'.-1 ！間的自II森林ωリ印刷祝子川財産管理組合一 一 一一問問月1一回一2~戸月3is'. ＿~－ 1 ：＂はい［ o
北Jll農協！ ＿！＿＿［延岡市北川鏡山奴湯 ；北川町畜産公社 ｜平成18同月18 ［~＇間関月3191 5 I公開閉Ixcなし〉
抑制保健課11 ；~1町北川｜老人福祉館 延岡市社会福祉協議会 ｜平氏1-8£同月｛~［＿~1成~~~~~［亙1：山I 6 

計 521 ~ I - ・一一一
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日付：平成20年2月1日

ダウンロード

0地方自治法第244条の 2

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

、ーー
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取扱主任 意見

件 名 指定管理者制度移行に係る当面の方針（案）について（伺）

( )-(17 ／~'J. 片伽板！と Jれし〉 （別紙 枚）

平成 15年 9月 2日に地方自治法の一部が改正され、現在「管理委託制度jにより施設の管

理運営を行っている公の施設につきましては、平成 18年 9月 1日までに、 rt1が直接運営を

行うか、市が指定した指定管型者へ管理の代行をさせる「指定管理者制度Jへの決定並びに、

制度の移行を行わなければなりません。

これに基づき本市では、平成 18年 4月を制度移行への目標と定め、現在公の施設を所管

している課所において、事務を進めているところであります。

「指定管理者制度J移行への事務を進めるにおいて、本市における基本的な方針を定める必



要があることから、別紙『指定管＝理者制度移行に係る当面の方針について』（案）を作成し

ましたので、今後は、『当面の方針』に基づき事務を進めていきたいと思いますが、よろし

いかお伺いします。 し． ： 

記

1 .名称

「指定管理者制度移行に係る当面の方針J（案）

喝

※参考書式

① 募集要綱（参考例）

② 施設管理仕様書（参考例）

－ 一 一 一一一 ・ ・－－・・－

， ， 
・・．



延岡市総務部管財課

指定管理者制度移行に係る当面の方針（案）

目次

I .はじめに

II .指定管理者制度とは

m.指定管理者制度への移行にむけて

1. 指定の手続に関する条例の制定について

2.指定管理者の選定前の手続

3.指定管理者の公募並びに申請の受付

4.利用料金に関する事項

5.指定管理者に支出する委託費の額に関する事項

6.指定管理者候補者の選定

7.議会の議決

8.指定の公告

9. 協定に関する事項

N.指定管理者移行後の事業内容の点検

参考

（各種様式）

－指定申請書（案）

・事業計画書（参考例）

・収支予算書（参考例）

－指定管理者の指定の公告（案）

・募集要綱（参考例）

・仕係書（参考例）
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－指定管理者の指定

．事業報告書

・収支決算書



指定管理者ifl!J度への移行に係る当面の方針

I はじめに

この、「指定管.1m者制度移行に係る当面の方針jは、平成 15年9月、地方自1合法の

一部を改正する法律が施行され、地方公共団体が設置する公の施設の管理について「管

理委託制度Jから「指定管理者制度Jへ制度が改正されたことから、公の施設の効果的な

運用に向けて、市としての基本的な考え方を定めたものです。

II 指定管理者制度とは

＜改正の経緯＞

公の施設については、自治体が管理を外部に委ねる場合は、これまでは公共団体や

公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等に管理運営を委託する方式に｜彼られ

ていまLた0 ・しかしながら、平成 15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律

が施行され：－.：~現在管理の委託を行っている公の施設についても、法施行後 3 年以内に

「指定管理者制度Jに移行する必要がある旨の規定がされたことに伴い、本市において

は、平成 15年 12月に「延岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条

例jを施行し、指定管理者制度への手続を決定したところであります。

<HJIJ度の概要＞

指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体（その対象には民間

事業者を含む。（個人は除く。））に公の施設の管理を行わせるものです。

＜制度導入の目的＞

指定管理者制度は、公の施設に対して多様化・複雑化する住民ニーズ、に、より効果

的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用し、住民サー

ビスの向上を図り、合わせて経費の削減等を図ることを目的とするものであります。

<f!Jlj度移行の時期＞

すで、に管理委託を行っている公の施設については、改正地方自治法で定められた経

過措間期間が終わる平成 18年9月1日までに、直営で行うか、第三者に管理を行わ

せるのかを決定し、第三者に管理を行わせる場合は、指定管理者の指定、設問条例等

の改正等について議会による議決が必要であります。

上記内容並びに、手続事務の流れを勘案し、本市としては、平成 18年4月 1日か
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らの移行をめざします。

また、現在直営で恰2理している公の施設については、管理経費、市民サービス等

の観点から指定竹・理者による管理を十分に検討する必要があります。

従来の符理委託ifllJ皮と指定作J!I！者；M度との主な相違点

行理委託制度（従来） ｜指定管理者制度

地方自治法改正前 ｜地方自治法改正後

市の施設の管理を行わせる｜・ 市の出資法人うち一定の｜・ 民lllJ事業者を含む幅広い

ことができる者 ｜ 要件を満たすもの ci12 I 団体（個人は除く）

等の出資等）

権限と業務の範囲

公共団体

公共的団体

市の管理権限の下で契約｜・ 市の指定を受けた指定管

に基づき、具体的な管理｜ 理者が、施設の管理を代

の事務・業務を管理受託｜ 行する。

者が執行。 ｜・ 条例に基づき指定管理者

施設の管理権限及び責任｜ も、使用の許可を行うこ

は、施設の設置者である｜ とができる。

市が引き続き有し、施設｜・ 市は、指定管理者に対し

議会の議決を経て指定

条例で規定する内容

で託委斗品限権可

旨

等

許

o

－る

用

い

一

す

者

使

な

一

託

託

の

き

一

委

受

て、必要に応じて指示等

を行う

指定の手続

業務の具体的範囲

作用！の基準等

市と管理者との関係 委託契約 指定（協定）

皿 指定管理者制度への移行にむけて

1 指定の手続に関する条例の制定について

本市においては、平成 l5年 12月に「延岡市公の施設に係る指定符理者の指定の手

続に関する条例Jを施行し、指定の手続の関する基本的な事を定めています。
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' 

2 指定管理者選定前の手続

公の施設を指定管理者に管理させる場合は、あらかじめ、「延岡市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続に関する条例jに基づき指定管理者の選定を行い、市議会での議

決を経て、指定管理者を指定することとなりますが、その準備作業として、下記の項

目の作業が必要となります。

( 1 ) 選定基準の決定

公の施設の設置の目的を効果的に達成するためには、より良い管理者を選ばなけれ

ばなりません。指定管理者を選定する際の選定基準は、施設の設置目的、管理形態等

を勘案し、次に揚げる事項が考えられます。

① 市民の平等な利用が確保されること

② 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮

減が図られるものであること

③ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること

④ 個人情報の取扱いを適正に取り扱う体制が整備されていること

⑤ 法令（条例を含む）の規定を遵守し、適正な管理ができること

⑥ 施設を管理する上で必要な許認可証を有していること

※選定基準を決定することで、指定管理者としての資絡等及び事業計画書に記載させ

る事項が明確になります。

( 2) 管理基準並びに業務範囲の決定（条例事項）

各施設によって管理の基準及び業務の具体的範囲等について状況が異なることより、

指定管理者制度への移行をすることとした場合においては、各施設毎に次の事項につ

いて個別に条例で定めることが必要となります。（指定管理者の指定議案と同一議会に

上程）

① 管理の基準の決定（休館日、開館時間、使用制限の要件、個人情報の取扱、緊急

時対策、その他）

② 業務の範囲の決定（使用許可、使用料（利用料金）の収納、その他）

( 3 ）指定期間の設定

指定期間は、サービスの安定性、継続性を確保する一方、長期固定化による弊害を

排除するように配慮し、各胞設の状況により各所管課にて設定します。

ただし、無期限ということはありえません。
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(4）募集要綱及び仕傑舎の作成

各施設所管課において、募集要綱並びに、各施設ごとに業務内容を詳細に記載した

仕様i'f=を作成することになりますD

※ 記載する事項 ① 施設に関する情報（施設の概要・指定期lllJ・委託費等）

② 指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲

③ qi訪者の資格や選定基準等

3 指定管理者の公募並びに申請の受付

( 1 ) 公募

1. 原則として、公募とします。

（関係法令や施設の性質等による特別な理由があるときは、募集要件（範

囲）を限定して募集する方法をとることができます。）

公募の期間は、 1か月程度とし、公募にあたっては、公告、広報紙、ホームペ

ージなど幅広い広報手段を活用すること。

なお、公告内容については下記に揚げる事項とします。

① 公の施設の概要（名称、所在地等）

② 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

③ 指定期間

④ 指定管理者に必要な資格

⑤ 指定申請書、施設管理事業計図書、その他申請に必要な書類及びその様式

⑦ 指定申請書の提出期限及び提出先

2.公募によらない場合の措置

公募によらず候補者を選定する場合においては、募集公告等を行うことは要し

ないが、それ以外については、公募の場合と同じ事務手続をおこなうこととなり

ます。

※ 参考：延岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例第 2条

（指定管理者の指定の申請）

※ 第2回目の指定管理者の選定にあたっては、原則公募ftJIJへの移行を目指します。

(2) 申請者の資絡

申請者の資格には下記のようなことが考えられます。

①市内に主たる事務所をi~·~ く又は置こうとする法人その他の団体（以下「法人等j とい

う。）であること。
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②地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の4第 1項に規定する者に

該当しない法人等であること。

③地方自治法胞行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実

がない法人等であること。

④会社更正法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等

の規定に基づく更正又は再生手続をしていない法人等であること。

⑤延岡市及び宮崎県が行う建設工事等の訪負又は物品の購入若しくは製造の請負の

指名競争入札について指名停止、指名回避等の措置を受けていない法人等であるこ

と。

⑥市税を滞納していない法人等であること。

⑦暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）

第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。）又は構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制

の下にない法人等であること。

③その他市長が必要と認めること。

( 3) 申請

指定管理者として指定を受けようとする団体は、指定申請書（様式第 1号）に次

に揚げる書類を添付して市長に提出しなければなりません。

①施設管理事業計画書（様式第2号参考例）

②定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

③法人にあたっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書等

④法人でない団体にあっては、当該団体の役員名簿

⑤申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事

業年度の収支決算書及び事業報告書

⑥管理を行う公の施設に関する業務の収支予算書（様式第3号 参考例）

※なお、施設に応じて必要な書類を追加するものとします。

4 利用料金に関する事項

市が適当と認めるときには、利用料金制（公の施設の利用に係る料金を指定管

理者が自らの収入として収受する制度。ただし、原則として、条例で定める利用

料金額の範囲内で、指定管理者が自治体の承認を受けて利用料金を定める。）をと

ることができます。（地方自治法第 244条の 2第8・9項）

ただし、この場合も、公の施設の設置条例の中にその基本的な枠組み（利用料
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金の金額の範囲、算定方法等）を定める必要があり、かつ自治体の代表者である

市長の承認、が必要ですから、指定管理者が自由に利用料金を設定できるわけでは

ありません。

「適当と認、めるときJとは、一般的には施設の性格、設置目的からみて収支採算

が相償うような運営をするのに適した施設が考えられるが、具体的には当該施設

の性格、その有効な活用及び適正な運営並びに指定管理者に係る会計事務の効率

化の観点から総合的に判断することになります。

また、「公益上必要があると認める場合Jには、指定管理者に利用料金を定めさ

せず、条例で利用料金を具体的に定めることも可能です。

5 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項

市と指定管理者との協議により定めるものとし、別途両者間で協定等を締結するこ

とが適当であると判断されます。

6 指定管理者の候補者の選定

指定管理者の候補者の選定及び評価に関しては、市民の平等利用の確保や、管理能

力等、上記2一（ 1) ＜選定基準＞を総合的に勘案し、提出書類に基づいて応募資格

及び提案内容等を書類審査します。

指定管理者の候補者の選定は、選定会議においておこないます。

選定結果は、応募者全員に通知することとします。

なお、選定会議の審議内容については、率直な意見交換が慣なわれる恐れがあるこ

と並びに、具体的な法人等の信用情報等にかかわる内容が取り上げられる可能性があ

るため、会議そのものについては非公開とします。

( 1 ）選定会議の設置

公の施設の指定管理者の候補者を選定するために、庁内に延岡市指定管理者選

定会議を設置します。

＜選定会議＞

指定管理者の候補者の選定は、選定会議にて審査します。

（組織）

①委員は、助役、企画部長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、農林水産
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部長、商工部長、都市建設部長、上下水道部長及び、教育部長をもって組織し

ます。

②委員長は、助役が務めます。

※ 選定会議での内容、決定事項については、施設所管課にて市長決裁を受ける。

（会議）

①選定会議は、委員の半数以上が出席しなければ聞くことが出来ない。

②委員長は、必要があると認めるときは、外部の学識経験者等を選定会議に出席

させ、その立見をrrnくことができる。

7 議会の議決

( 1 ）指定管理者の指定

選定会議で選定した候補者は、議会の議決を経て「指定管理者Jとして指定します。

なお、議決事項は、下記のとおり。

① 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

② 指定管理者に指定する団体の名称、及び住所

③ 指定のWJ1111 

(2）施設設置条例の整備

指定管理者の指定に係る統一的な取扱いを規定した手続条例「延岡市公の施設に関

わる指定管理者の指定の手続に関する条例jについては、平成 15年 12月施行済みです。

公の施設ごとの設問条例等については、次の事項を整備（条例改正）する必要があ

ります。

①指定の手続（法第 244条の 2第4項）

②指定管理が行う管理の基準（法第 244条の 2第4項）

③指定管理者が行う業務範囲（法第 244条の 2第4項）

8 指定の公告

指定管理者の指定をしたときは、その旨を公告することになります。（様式第4号）

公告事項は、議決事項と同一事項となります。
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9 協定に関する事項

指定作理者の候補者が、議会の議決を経て指定管理者として指定されてから、指定

期間のIJ似合に至るまでに、指定管理者と必要な事項について協定を締結します。

協定~~：－：に盛り込まれる内容としては、下記の事項が考えられます。

〔基本協定記載事項〕

① 目的

② 管理基準

③指定期間

④ 使用許可に閲する事項

⑤ 使用料又は、利用料に関する事項

⑥ 基本的な業務の範囲

⑦個人情報の保護

③ 事業報告書の作成

⑨ 調査に関する事項

⑩ 協定の解除事由

⑪ 損害賠償

⑫危険負担

⑬原状回復の義務

⑬権利譲渡の禁止

⑬ その他市長が必要と認める事項

〔年度協定記載事項〕 n r t主務委三史的〉

①年度協定目的

②業務内容

③対価の支払（委託費）

IV 指定管理者移行後の事業内容の点検

指定管理者制度は、公の施設に対して多様化・複雑化する住民ニーズ、に、より効果

的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用し、住民サー

ビスの向上を図り、合わせて経費の削減等を図ることを目的として導入された制度で

あることより、導入H寺の目的が適正に達成されているか確認の必要性がでてきます。
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上記の事より、事業報告書を提出させるだけでなく、事業実施内容の点検をどのよ

うに行うかを決めておく必要があります。

ただし、この点検も、施設の特性「業務の範［JMJによって異なってきます。

なお、基本的な事項は次のとおりです。

1 ~it:業報告の提出（法第 244 条の 2 第 7 項）

指定管理者は、毎年度終了後に事業報告｛！？を市に提出することになります。

2 実地調査並びに指示（法第 244条の 2第 10項、 11項）

市は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実

地調査及び指示をすることができます。

市は、指定管理者が市の指示に従わないとき、或いは、当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認められたときは、指定の取消し又は業務の停止

を命ずることができます。

また、指定管理者が倒産した場合、公の施設の利用に大きな影響を与えることから、

指定管理者が管理をしている公の施設の収支状況だけでなく、指定管理者自体の経営

状況等を杷握しておくことも必要であると考えられます。
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（様式第 1号）

指定申請書（案）

平成年月日

延岡市長 機

（申請者）

住所

団体名

代表者氏名 ⑫ 

次の公の施設について、指定管理者としての指定を受けたいので、延岡市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続に関する条例（平成 15年条例第 33号）第2条の規定に基づき

申請します。

｜施設の名称

｜施設の所在地

添付書類

(1）施設の管理に関する事業計図書

(2）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(3）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書等

(4）法人でない団体にあっては、当該団体の役員名簿

(5）申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計図書並びに前事業年

度の収支決算書及び事業報告弁

(6）管理を行う公の施設に関する業務の収支予算書（別紙様式）
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（様式第 2号）

00センタ一指定管理者事業計画書（参考例）

団体名

代表者名 ｜設立年月日 ｜ 

団体所在地

電話番号 IFAX番号 ｜ 

1 施設の名称

2 000センターの管理運営を行うにあたっての経営方針

3 管理運営体制

(1) 職員の配置（指揮命令系統が分かる組織図を含む）

(2) 雇用計画並びに職員の研修計画

(3) 責任者の略歴

4 運営計画

(1) 年間の自主事業計画

(2) 会議室等の利用に関する取扱いについて

年 月

(3) 活動の場を必要とする団体、個人に対する相談、調整、助言等について

(4) 地域活動、文化活動に関する情報の収集及び提供について

(5) 利用者等の要望の把握について

(6) 地域との連般について

5 個人情報の保護の措置について

11 
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6 緊急時対策について

(1) 防犯、防災の対応

(2) その他、緊急時の対応

7 類似施設の管理実績
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（機式第 3号）

000センターの管理運営に関する収支予算書（ 年度） （参考例）

（単位：千円）

金額 内 訳 備考

市からの委託料

工百

目
利用料金 （利用料金制度適用施設のみ）

その他

収支合計（A)

人件費

項
事務費

目
事業費

管理費

支出合計（B)

収支（A) - (B) 
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（様式第4号）

延岡市公告第 号

平成年月日

指定管理者の指定について

延岡市市長 桜井哲雄

下記施設について指定管理者の指定をしたので、延岡市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続に関する条例（平成 15年条例第 33号）第4条の規定に基づき公告する。

日
u＝＝ロ

1 施設の名称

2 指定管理者となる団体の名称

3 指定の期間 年 月 日から 年 月 日まで

14 



司ー

.. 

｜募集要綱参考例｜

延岡市00センタ一指定管理者募集要綱

公の施設である延岡市00センターの設置目的をより効果的・効率的に達成するため、

胞設の作理に関する業務を行う指定管理者を次のとおり募集します。

1 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(1）名 称 延岡市000センター

(2）所在地

(3) 建物概要

構 、I社0二
敷地面積

床面積

施設内容

延岡市・・

鉄筋コンクリート造りO階建て

OOOni 

OOOni 

屋内：事務室、大会議室、小会議室（3）、給湯室、倉庫、 トイレ他

屋外：駐車場及び駐輪場

2 指定作理者に行わせる業務の範聞その他管理業務仕様

(1) 会議室等の使用に関する業務

(2) 年間事業計画の策定及び実施

(3) 施設及び設備の維持管理

(4) 使用料（利用料金）の収納（徴収）事務

(5) その他の詳細lは「延岡市000センタ一指定管理者・仕様1'JJ参照のこと。

3 指定期間

平成O年O月01.1から平成O年O月O日まで

4 指定管理者に必要な資格

指定管理者に応募しようとするものは、次のいずれにも該当すること。

①市内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体（以下「法人等Jと

いう。）であること。

②地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項に規定する者
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に該当しない法人等であること。

③地方自治法施行令第 167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事

実がない法人等であること。

④会社更正法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）

等の規定に基づく更正又はN生手続をしていない法人等であること。

⑤延岡市及び官｜崎県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の詩負

の指名競争入札について指名停止、指名回避等の措置を受けていない法人等であ

ること。

⑥市税を滞納していない法人等であること。

⑦暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77

号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。）又は構成員（暴力団の構成団体の

構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない

者の統制の下にない法人等であること。

5 選定基準

(1) 庖設設置の目的が達成できること。

(2) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、当該事業計画書の係る公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規

模及び能力を有すること。

(5) 市民の声が反映される管耳Hが行われること。

(6) 安全管理の状況

(7) 労働福祉の状況

(8) 環境保護及び｜障害者の雇用等の福祉政策に取り組んだ、経営を行っていること。

6 指定申請書、施設管理事業計図書、その他申請に必要な書類及びその様式

指定管理者として指定を受けようとする団体は、指定申請書に次に揚げる書類を添付

して、正副それぞれ一部を提出すること。

(1) 施設管理事業計画書

(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書

(4) 法人でない団体にあっては、当該団体の役員名簿

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業

年度の収支決算書及び事業報告書

(6) 管理を行う公の施設に関する業務の収支予算書
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※「指定申請書J、「｝j包設管理事業計画書j、「管理を行う公の施設に関する業務の

収支予算書Jは、市指定の係式となっています。これらの用紙及び「延岡市00

0センタ一指定管理者・仕係書Jは、平成年月 日 か ら 平 成 年 月 日

までの問に 7の（2）に記載する担当課で配布します。

7 指定申請書の提出期限及び提出場所

(1）提出期限

平成 年 月 日（）午後 511寺まで。郵送の場合は、書留とし、平成

年月 日（ ）までの消印があるものとする。電送による提出は受け付けない。

(2）提出先

延岡市 部 課

8 選定方法

書類審査

平成00年O月上旬に実施予定。詳細については、後日連絡します。

なお、選考結果は応募者全員に通知します。

9 その他

(1）現地説明会について

現地説明会を次のとおり開催する。

なお、申請書を提出される場合は、この説明会に必ず参加してください。説明会に

参加していない者は、申請することができません。

①開催日H寺平成年月 日（） 時から 時まで

②集合場所及び集合時間延岡市00センター前に午前時分に集合のこと。

③その他現地説明会に出席を希望する応募者は、平成年月 日（）ま

でに下記担当課まで連絡すること。

(2）担当課

① 郵便番号 882-8686 

②住 所宮崎県延岡市東本小路2番地 1

③担当課延岡市 部 課

④電話 0982-00・0000

⑤ F A X 0982-00・0000
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陣岡市00センター指定管理者仕様書（参考例）｜

延岡市000センターの指定管理者が行う業務の内容及びその範l別等は、この仕傑t＇：－：に
よる。

1 趣旨

本仕係書は、延岡市000センター（以下「センターJとしづ。）の指定管理者が行う業務

の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

2 センターの管理に関する基本的な考え方

センターを管理するにあたり、次に揚げる項目に沿って行うこと。

( 1 ) センターが、地域住民の自主的活動及ひ千日互の交流を深めることのできる場であ

るという施設理念に基づき、管理運営を行うこと。

( 2) 地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。

( 3) 個人情報の保護を徹底すること。

( 4) 効率的運営を行うこと。

( 5) 管理運営費の削減に努めること。

3 施設の概要

( 1 ）名称

( 2）所在地

( 3 ）建物概要

延岡市000センター

4 休館日

延岡市0001町 番地

構造 000造

｜常 数地上O階建

敷地面綴 OOOm2 

床面積 OOOrrr

施設内容屋内：事務室、大会議室、小会議室、ロッカールーム、倉庫、

トイレ

屋外：駐車場及び駐輪場

センターの休館日は次のとおりとする。

( 1) Oll(t！日並びにO曜日

( 2) 国民の祝日に関する法律（DH和 23年法律第 178号）に規定する休日

( 3) 8月 13日から 8月 15：日まで
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( 4) 12月 28日から翌年の 1月 3日まで（第 2号に規定する休日を除く）

( 5 ) 市長が必要と認めるときには休館日を変更することができる。

5 開館H寺rr~

センターの開館時lllJは次のとおりとする。

( 1 ) センターの開館時間は、午前9時30分から午後 10時までを基本とする。 ただ

し、使用がない場合には、午後 511寺までとする。

( 2) 市長が必要と認めるH寺には開館時間を変更することができる。

6 指定の期間

平成00年00月00日から平成00年00月00日まで

7 法律等の遵守

センターの管理にあたっては、本仕係書のほか、次に揚げる法令に基づかなければなら

ない。

( 1 ) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

( 2) 延岡市000センタ一条例（平成 18年4月 1日改正）

( 3) 延岡市000センタ一条例施行規則（平成 18年4月 1日改正）

(4) 延岡市財務会計規則

指定期間中に法令の改正があったときは、改正された内容を仕様とする。

8 業務内容

( 1 ) センターの運営に関すること

①センターの管理運営に要する職員を複数名確保すること。

②職員の勤務形態は、センターの運営に支障がないように定めること。

③職員に対して、センターの作理運営に必要な研修を実施すること。

④会議室等の使用の許可を行うこと。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

①センターの適正な運営のため、以下の設備に関する保守管理を行うこと。（保守

点検業務に係る詳細は別紙 1のとおりとする。）

清掃、消防設備・空調機器・自動扉・自家用工作物等の施設の設備巡視点検と保

守、害虫駆除、植栽管理、小破修繕

②駐車場・駐輪場の管理に関すること

( 3) その他

①緊急時対策、防犯・防火対策について、職員の指導を行うこと。

②個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底すること。
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9 センタ一利用料金

①センターの利用料金については、「センター施設利用料金上限表J（別表0）に妨げ

る額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定め

るものとする。

②センターの利用料金は、指定管理者の収入とする。

10 経費等について

( 1 ) 予算の執行

①平成 l8年度の年間の管理運営は、市の支払う指定管理料（以下「指定管理料jと

いう。）及びセンターの利用料金収入を合わせた額以内で執行すること。

②平成 19年度以降の指定管理料の額は、平成 18年度のセンターの利用料金収入

及び維持管理費用等を考慮、し、市が決定する。

( 2) 決算

①会計年度終了後、 1ヵ月以内に事業報告を行うこと。

②歳入額が歳出額を上回り残額が生じた場合は、自主事業の実施計画が認められた

ときに限り、市長の認める範囲で残額の一部をその財源とすることができる。

( 3) 経理事務

指定管理者は経理規定を作成し、経理事務を行うこと。

(4) 立入検査

市は必要に応じて、施設、備品、各種帳簿等の現地検査を行うこととする。

11 物品の帰属等

( 1 ) 市が、指定管理者に対して委託代金により物品を購入させるときは、購入後の物

品は市に帰属するものとする。

( 2) 指定管理者は、市の所有する物品については、「延岡市物品管理規則JJ及び関係例

規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとする。また、指定管理者は同規則

に定められた備品台帳を備えてその保管に係る物品を整理し、購入及び廃棄等の

異動について定期的に市に報告しなければならない。

12 備品物品等

備え付けの備品物品等は別途提示する。

13 施設や部品の修繕

( 1 ) 指定管理者の故意又は過失により施設や備品等を破損した場合には、指定~a-理

者が原状回復あるいは実費弁償する。



( 2 ) 使用者の故意又は過失により焔設や術品等を破損した場合には、使用者が原状

回復あるいは実狩弁償する。

( 3) 天災や老朽化、設計上又は工事施工上に起因する煩傷（小破修繕は除く）等に

関しては、市が負担する。

14 指定管理者の審査の基準及び選定

( 1 ）審査基準

①指定管理者に必要な資格及び条件を備えていること。

②利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

③事業計画書の内容が、センター設置の目的を最大限に発揮するものであるととも

に、その管理に係る経費の縮減が図られること。

④センターの管理を安定して行う人員、及び物的能力を有すること。

( 2）選定方法

指定管理者の選定に当つては、提出書類に基づいて応募資格及び提案内容等を書類

審査する。書類審査の結果は、応募者全員に通知する。

15 指定管理者の指定及び協定等

( 1 ）指定管理者の指定

指定管：理者の指定には、延岡市議会の議決が必要となる。

選定した法人等（以下「選定事業者jとしづ。）を指定管理者の候補者として、平成 17

年O月定例延岡市議会へ上程され議決を経た後、指定管理者として指定する。

( 2）協定等の締結

市と指定管理者は センターの管理に関する基本協定及び業務委託契約（又は年次

協定）を締結する。

16 事業の継続が困難となった場合の措置

( 1 ）指定管理者の責めに帰すべき事由により適切な施設運営が困難になった場合、又

は指定管理者の財政状況が著しく悪化し、指定に基づく施設運営の継続が困難と

認められる場合は、市は、指定管理者の指定を取り消す事ができるものとする。

なお、この場合市に生じた損害は指定作理者が市に賠償するものとする。

( 2）不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により施設

運営の継続が困難となった場合、市と指定管理者は、施設運営の継続の可否につ

いて協議を行うものとする。なお、その結果事業の継続が困難だと判断した場合

は、市は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。
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17 資絡

( 1 ）指定作理者は、 8に定める業務を実胞するために必要な官公署の免許、許可、認

定等を受けること。個々の業務について同委託を行う場合には、当該業務につい

て当該再委託先がそれぞれ上記の免許、許可、認定等を受けていること。

( 2）指定作埋者は、自らの職員又は再委託先の職員のうちから、センターの管理及び

運営に必要な資絡を有する者をあらかじめ指名し、センターに配向しなければな

らない。但し、法令等により施設への常駐が義務づけられていない者については、

あらかじめ当該資格を有する者の氏名を市長に届け出ることにより、センターへ

の配置義務を免除することとする。

18 業務を実施するにあたっての注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。

( 1 ) 公の施設であることを常に念頭において、公平なiill営を行うこととし、特定の団

体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。

( 2 ) 市及び市内にある他の類似施設との連携を図った述営を行うこと。

( 3 ) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と協

議を行うこと。

(4) 各種規定等がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務

を実施すること。

( 5 ) その他、仕傑古に記載のない事項については市と協議を行う。

( 6 ) 別に定める予算については、財政の状況により金額が変更となる場合がある。

19 協議

指定作理者はこの仕様：！？に規定するものの他、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は市と協議し決定する。
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調査概要

調査研究の背景と目的

調査研究の視点

調査研究の体系

調査研究体制
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第 1章指定管理者制度の動向（自治体アンケート調査結果）

1 調査概要

(1) 目的

(2) 調査時点

(3) 調査対象

(4) サンプリング・回収結果

(5) 調査項目

(6) 調査方法

(7) 調査結果の見方

2 調査結果のポイント

3 調査結果

(1) 指定管理者制度の導入状況

(2) 公の施設の管理手法の考え方、判断基準

①施設の管理手法を定める前提となる考え方

②指定管理者制度を導入する施設の考え方

③直営施設の考え方

(3) 公の施設の管理状況

(4) 指定管理者となっている団体の特徴（施設別）

(5) 指定管理者の募集状況と募集の考え方

①制限・条件を一切設けず公募する施設の考え方

②資格など条件を付して公募する施設の考え方

③公募せずに、指定管理者を特定する施設についての考え方と施設例

(6) 指定管理者制度の導入成果の把握

(7) 指定管理者の創意や工夫を引き出すための取組

(8) モニタリング・評価

(9) 指定管理者制度の導入に伴うリスクの回避策

(10）指定管理者制度を推進する上での課題と対応
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第2章主要課題への取組事例（先行事例研究）

1 調査概要

2 倉敷市（岡山県）

～民間の創意工夫を活かす制度設計と経営責任を明確化するリスク管理手法～

東松島市（宮城県）

～合併自治体における公共施設の有効活用の検討～

横浜市（神奈川県）

～民間評価機関を活用した第三者評価制度の導入による POCAサイクルの確立～

千代田区（東京都）

～専門家を活用し、労働環境と経営・財務にかかるモニタリングを実施～
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100 
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第3章主要課題への取組方向と検討事項

1 民間の創意工夫を活かす手法のあり方

(1) 民間の創意工夫を活かす取組状況

(2) 民間の創意工夫を活かすポイント

(3) 民間の創意工夫を活かす上での課題・検討事項

2 モニタリング・評価のあり方

(1) モニタリング・評価の取組状況

(2) モニタリング・評価の手法

(3) モニタリング・評価における課題・検討事項

3 リスク管理のあり方

(1) リスク管理の必要性

(2) 主なリスク管理手法

(3) 指定管理者側からみたリスク

(4) リスク管理における課題・検討事項

’‘ 
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資料編

1 アンケート調査集計結果

2 指定管理者制度の概要
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(2）公の施設の管理手法の考え方、判断基準

①施設の管理手法を定める前提となる考え方

1)施設の設置目的（政策目的、利用者ニーズの適合）の再確認

2）補完性（民間でできることは民間に）、公的関与の必要性

3）業務効率化・コスト削減

4）住民サービス向上

5）利用の公平性・透明性の確保、個人情報の保護

6）事務事業評価により検討

．．
 

h

！”’’ 

－ 

,. 

． 

図表 1 －~ 施設の管理手法を定める前提となる考え方と施設例7

【施設の設置目的（政策目的、利用者ニーズの適合）の再確認】

i .施設の設置目的や相生、業務内容、運営実態等を踏まえて、より効果的、効率的かっ施設の機能を最；

大限に発揮できる管理運営のあり方と活用方法を検討く堺市＞

－施設の設置目的に合致した効果的な管理運営を行い、市民サービスの向上や施設の活性化を図ること、’

公共的団体や民間事業者が有する高度な専門知識や経営資源を積極的に活用すること、費用対効果を

十分に勘案し、経費の節減を図ること等を目的として、対象とするすべての公の施設を検証

＜明石市＞

・それぞれの施設の特性や設置目的が最大限に発揮されるような管理運営が可能であること

く岩手県雫石町＞

持L汁 j街路

,.. 
－－

V

－J

－4
‘．
b
白．一ハ・
d

、
ピ
ド
1
1

・f
．，．

4

～・

f

・，

．
、
：
；
F

a
－－’

t
t
t
e
h
事
f
・
s．
h
勺

I
F
－

－

－

e

0

．

‘

o
t
4

・
1

・

4

・‘

【補完性（民間でできることは民間に）、公的関与の必要性】

・「民間にできることは民間に任せるJ視点に立って、民間事業者等が管理運営した方が、サービス面、

コスト面で市民にとってメリットがあると考えられる場合には、積極的に民間事業者に委ねることを

基本的な考え方としているく横浜市＞

・運用指針の中で、公の施設の管理運営主体（民間に委ねることが可能か否かなど）にかかる考え方を示

しており、それに基づき施設所管課が判断。また、全ての施設について、補完性（行政が自ら行うべき

か否か）等の観点で事務事業評価を実施く神戸市＞

・公的関与の必要性を検討し、必要性がないとした施設については、施設の利活用方法を検討し、民間

への譲渡、他目的への転用、あるいは施設の廃止の方針を決定する。公的関与の必要性があるとした

施設については、効率的な管理運営方法を検討し、指定管理者制度を導入するか、直営とするか、そ

の他の手法を導入するかを判断する＜福井市＞

・行政関与の必要性またその度合い、民間活用によるサービス向上・経費削減の可能性等を考慮

＜佐世保市＞

・O各施設の特鮒主、専門性の有無（民間事業者等で管理運営できない特列企、専門性がなし、かどう州、

O各施設の社会環境（同種又は類似の施設で、指定管理者制度を導入しているかどうか。或いは民間事．

業者等が同種又は類似の施設を設置しているかどうか）、 0経費削減とサービス向上の効果（経費が削：

減できるか、サービスの充実やノウハウの活用が期待で、きるか）

く北茨城市＞

・民間でできるものは、譲渡等を積極的に進めることとしているく北海道弟子屈町＞

・業務が必要か、行政が直接実施しなければならなし、かを判断の上、行政の関与の度合いや民間による

サービス改善の可能性などを考慮し、導入の効果が得られることく北海道七飯町＞

・業務が必要か、行政が直接実施しなければならなし、かを判断のうえ、行政の関与の度合いや民

間によるサービス改善の可能性などを考慮、く岩手県紫波町＞
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【業務効率化・コスト削減】

j・市が設置するすべての公の施設について、公共性・公益性、効率性など幅広い視点での検証を行い、そ

の結果、制度導入することにより効率的な運営と経費の縮減が見込める施設やサービスの向上が期待

7 図表 1-2は、各自治体の多様な考え方やそれに基づく施設例を具体的に提示することにより、参考に

資することを目的として調査票の記述内容をそのまま掲載している（図表 1-3、ト4も同様） 0
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できる施設については、積極的に制度導入を図ることとしているく呉市＞

．・経費削減とサービス改善を考慮するく長野県白馬村＞

・コスト削減およびサービスの向上の可能性などを考慮する＜岐阜県川辺町＞

【住民サービス向上】

・すべての施設を対象に、主に次の 6項目について精査する。（1）サービス内容の充実や民間事業者のノ

ウハウの活用がで、きるかどうか、（2）コストの削減がで、きるかどうか、（3）利用の平等性、公平性の確保

ができるかどうか、（4）同種または類似のサーピ、スを提供する民間事業者等の有無、（5）サービスの専門

性、特殊性、施設の規模等から民間事業者等の運営が可能かどうか、（6）税負担ではなく、使用料・利

用料金により運営を行う収益的施設であるかどうか、当該制度導入前から設置されている施設につい

ては、行政システム改革の観点からも見直しを行ったく草津市＞

: . 0サービスの向上が期待できるか、 O業務の効率化および経費の縮減等が期待できるか、 O施設の管

理運営およひ事業の実施等が指定管理者制度に適しているか、 0サービスを提供できる事業者がどの

程度存在しているか、 0指定管理者制度を導入した場合に、利用の公平性および透明性の確保ならび

に個人情報の保護等を確実に行えるかく結城市＞

－マ直営以外の管理手法が望ましいものを洗い出し事務事業評価により検討している、マ行政が実施す

るよりも、民間が実施した場合がサービスや内容が向上する事業を精査し判断している

く栃木県高根沢町＞

・すべての施設について下記の項目の検討を行し、制度導入や直営を検討。マ民間事業者等に任すことで

サービス内容の充実や民間事業者等のノウノ、ウの活用が期待で、きる。マ民間事業者等に任すことで、コ

スト削減が図れる可能性がある。マ利用の平等性、公平性など（守秘義務の確保等を含む）ついて行政

でなければ確保できない理由がない。マ同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する。マ施

設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して民間事業者等の運営が可能である

く神奈川県大磯町＞

【利用の公平性・透明性の確保、個人情報の保護】

・φ施設の状況調査を実施し、施設所管課の検討結果を踏まえ、施設の管理形態について整理し、経営

会議（庁議）の審議し、相応しい管理手法（指定管理者・直営・民営化等）を決定する。＠以下の5つの視

点を総合的に勘案して、制度導入について整理する。（1）利用者サービスの向上（2）効率性の向上（3)

利用の公平性、平等性の確保（4）市民協働の推進（5）サービス提供主体の存在＜多摩市〉

8 ・（1）直営の判断基準…①法律上の制限：②プライバシー保護、③平等性・公平性の確保、④公益上の理

由（2）指定管理の判断基準…①民間ノウハウの活用、②コスト削減、③地域性、④上記(1）に該当しな

いものく和泉市＞

－施設の必要性はどうか、行政が行うべき事業がどうか、民間管理により利用者の平等な利用が確保さ

れサービス向上が図れるものかどうか、施設の適切な維持および管理ならびに経費の縮減が図れる

か、施設の効用を最大限に発揮できるかどうか等を考慮、＜新潟県津南町＞

【事務事業評価により検討】

• r相模原市民間活力の活用lこ関する指針（下記URL参照）J及びこれに基づくチェツクシート、また、

事務事業評価（行政評価）、の活用により、廃止、民間活力の活用（民営化、指定管理者制度、 PF I、

市民協働、民間委託）、直営を検討

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kikaku/keiei/pdf/minkan-katuyou-sisin.pdf 

＜相模原市＞

－全ての事務事業評価を行い、施設を管理する事務事業についても事業手法を検討し、直営、指定管理

者、民間売却・譲渡、統合廃止等を検討＜江南市＞

－マすべての施設に事務事業評価を行い、直営、指定管理者、民間売却・譲渡、統合廃止等を検討

マ業務が必要か、行政が直接実施しなければならなし、かを判断のうえ、行政の関与の度合いや民間に

よるサービス改善の可能性などを考慮＜光市＞

・すべての縮交に事務事業評価を行い、直営、指定管理者、民間売却・譲渡、統合廃止等を検討 1 

く長崎県東彼杵町＞ ： 
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②指定管理者制度を導入する施設の考え方

1)原則として、管理委託施設は指定管理者制度に移行

2）民間活用によるサービス向上、コスト削減、利用拡大を期待

3）民間活用により施設価値を高め、新たな事業展開を期待

4）民間事業者が同様または類似のサービスを提供しており、民間事業者の経営手法、

運営ノウハウが活用できる施設

5）利用料金収入などがあり管理運営費の一部を賄うことができる収益性の高い施設

6）地域及び民間活用により、地域活性化等が期待できる施設

図表＿1. －~ 指定管理者制度を導入する施設の考え方と施設例
【原則として、管理委託施設は指定管理者制度に移行】

：・マ管理委託制度による施設は、原則として、指定管理者制度へ移行マ管理運営体制の見直しを図り、指定管

理者制度の導入が効果的であると判断される直営の方鼠交は、指定管理者制度を導入するく相模原市＞

・φ管理委託施設は原則として指定管理者制度へ移行＠直営管理施設は、人員配置および財政状況を勘

案しつつ、管理体制の見直しを進め、制度導入に向けた検討を行う＠新規開設施設は、施設の設置目

的等を考慮、のうえ、原則として制度を導入＠地区複合施設等、複合的機能を有する施設は、施設を一

体としての制度への移行を原則に検討。ただし、効率性や効来性等が期待できる場合は、個別の施設

鞠虫で、の導入につし、て検討するく多摩市＞

－マ個別法律により制度導入できない施設を除き、検討を行った結果、現在管理委託しているものは原

則として制度導入マ直営施設についても制度導入により経費削減等の効果が見込まれる施設について

は導入の検討を行う〔産業振興施設（観光農園拠点施設、農村環境改善センター、農村地域活性化施設）〕

＜栃木県岩舟町＞

・O管理委託制度により運営している施設については、基本的には指定管理者制度へ移行している

0公募が可能で民間事業者等の競争原理や施設管理のノウハウを活用した質の高し、サービスの提供、

稼働率の向上および経費の節減が期待できる施設（温泉、宿泊施設）＜鹿児島県さつま町＞

；~）：~ 

,.. 

【民間活用によるサービス向上、コスト削減、利用拡大を期待】

・制度の趣旨である多様化するニーズに、より効果的・効率的に対応するために民間の能力を活用しつつ、

市民サービスの向上と経費の節減が図られる場合には、指定管理者制度を活用している。なお、管理

委託府知指定管理者制度へ移行した＜横浜市＞

・施設の符理運営すべてを一括して民間に任せることで、歳出抑制が期待でき、またはサービスや集客

力の向上が期待できる施設（スポーツ施設）＜河内長野市＞

・事業者などの受け皿があり、施設管理者制度を導入する方がメリットの大きい施設（スポーツ施設、

文化振興施設）＜亀山市＞

・O利用者の平等な利用確保およびサービス向上O施設の効用を最大限に発揮するO方民支の適切な維持

管理並びに管理にかかる経費の縮減（高齢者生産活動センター）＜山形県朝日町＞

・O施設の利用目的に沿った事業が民間事業者によって実施されており、施設の管理に合わせて事業を

行うことで福祉サービスの向上が見込まれる施設O職員による管理・サービスが行われており民間事

業者等からの提案による施設利用の促進や維持管理に係る人件費等の縮減が見込まれる施設（社会福

祉施設、運動公園）く神奈川県大磯町＞

・民間事業者の有するノウハウを広く活用することで、コスト削減やサービ、スの向上、雇用の拡大等が期待でき

る施設（レクリエーション・スポーツ施設、社会福相箱設、産業振興施設）＜長崎県新上五島町＞

,.. 

－－
J
占

【民間活用により施設価値を高め、新たな事業展開を期待】

・指定管理者制度の導入にあたっては、現状よりさらに効果的・効率的な運営を目指すとともに、行政と

民間の僻1J分担を見直すという視点を踏まえ、現在直営で管理しているものも含め公の施設全般につ

いて導入を検討した。また、制度導入により施設の効用を最大限に引き出すことを通じて、住民の共

有財産である公の方筒交の価値を高め住民の福祉を向上させることを目指している

（動物園、駐車場、文化会館など）＜大牟田市＞ ； 
’・民間の能力を活用し、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的な対応が用竺雪之雪堕啓一
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（スポーツ施設、観光施設、駐車場）＜北海道余市町＞ ： 

：・民間事業者による指定管理においても、平等な利用の確保およびサービスの向上が図られること、施；

設の効用を最大限に発揮するものであること、施設の適切な維持と経費の縮減が図られるものである

こと（コミュニティーセンター、ホテル、レストラン）＜岩手県藤沢町＞

【民間事業者が同様または類似のサービスを提供しており、民間事業者の経営手法、運営ノウハウが活用で、きる施設】

・マ民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内容の充実

や民間事業者等のノウハウの活用が期待で、き、コスト削減が図れる可能性がある施設

マ同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する、又は、施設が提供するサービスの専門性、

特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の運営が可能である施設

（区民センター、駐車場、スポーツ施設等）＜神戸市＞

・①権力的要素の希薄な施設②民間において同種の事業を行っている施設＠凝済的利益を生ずるような

公の施設で指定管理者に行わせることによりその設置目的を一層効果的に達成することができる施設

（文化スポーツ施設、駐車場等）く帯広市＞

－マ民間事業者等の有する経営ノウハウにより、利用者へのサービスの向上が期待できる施設

マ民間事業者等に管理を委ねることにより、コスト削減（収入増）が期待できる施設マ民間事業者等が

市と同様または類似の施設を設置しており、市の施設が民間の施設と競合している施設マ単純な管理

業務が主体となっている施設（文慈施設、スポーツ施設）＜鎌倉市＞

・①民間事業者等が有する経営ノウハウにより、利用者へのサービス向上が期待できる施設

②民間事業者等に管理を委ねることによりコスト削減（あるいは収入増）が期待できる施設

③民間事業者等が村－と同様又は類似の施設を設置しており、村の施設が民間と競合している施設

④単純な管理業務が主となっている施設＜長野県高山村＞

【利用料金収入などがあり管理運営費の一部を賄うことができる収益性の高い施設】

－文化施設等収入のある施設で、企画運営に弾力が持てる施設・スポーツ施設等で管理運営に民間のノウ

ノ＼ウを活かすことができる施設（市民会館、勤労者福祉センター、体育施設）＜入間市＞

・0民間事業者等の新たな発想、により、事業展開、利用促進が図られる施設（公園、スポーツ方債安、老人

福祉施設、宿泊施設、文化施設等）0利用料金収入等により管理運営費の一部を賄うことができる収益

性の高い施設（駐車場、道の駅等）＜鳥取市＞

－マ使用料等一定の収入があり民間事業者の経営手法やノウハウを発揮することが可能な施設

マ使用料の収入はなくても、公益法人、開0法人その他の非営利団体による専門的管理が有効と考え

られる施設（駐車場、貸し館主体施設、体育館など）＜長岡京市＞

・サービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待で、き、利用料金により運営可能な収益的

施設（スポーツ方筋交、レクリエーション施設）＜洲本市＞ ： 
・マ指定管理者側にある程度の収入が見込める施設で、現在、職員配置に伴う人件費を中心として、維：

持管理コストがかかっている方儲交について指定管理者制度への導入を検討している ： 

（市民文化会館・総合運動公園、駅前駐車場）＜御坊市＞

【地域及び民間活用により、地域活性化等が期待できる施設】

－サービスの向上の余地や施設の目的どおりの効果の発揮、経済性の発揮、受け皿となる団体の有無、

市民との協働、地域の活性化、団体の自立化などを考慮し、導入の可否を検討するく旭川市＞

－マ既に管理委託している施設について、当該施設の管理を受託している団体の今後のあり方を踏まえ

ながら、指定管理者制度へ移行するマ民間事業者による効率的効果的運営で、施設の設置目的が最大

限発揮され、市民サービスの向上と効率性の向上が期待できる施設（文化会館）マ地域資源、を活用して

地域の農林業の振興と活性化が期待できる施設（産業振興施設）＜貝塚市＞

・0民間事業者による効率的効果的運営が期待できる施設（スポーツ施設など）0主に周辺地域住民が利

用する施設については、地域住民紺裁に指定管理を要請したし、（集会施設など）く北海道清水町＞

－マ民は事業者により住民ニーズに合ったサーピ、スの充実とコスト削減が期待できる施設

マ地場i密着型のjj'包設で地域の公共的団体に管理を行わせることが適当と判断された施設

（地区集会施設、展示場施設）＜宮城県大和町＞

：・地元地域の活性化や雇用の場の提供としての効果が期待できるc ＜埼玉県横瀬町＞

i・村民の平等な利用が確保される（城跡公園）＜沖縄県今帰仁村＞
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③直営施設の考え方

1)法規定により管理者が限定されている

の施策として展開を図る施設

3）高い公共性や中立性を持つ

4）高度な公的責任（個人情報保護、利害調整、権利保護等）が必要

5）業務の特殊性・専門性を考慮

6）民間活用によるメリット（コスト削減・サービス向上）が見込めない

，‘ 

図表 ］－4直営施設の考え方と施設例
【法規定により管理者が限定されている】
－直接職員を配置しておらず愛護会等地元住民により施設の運営が行われている施設（街区公園）や法令

で運営主体が定められている施設＜横浜市＞

・O個別の法律において管理主体が限定されている施設（小学校など）、 0市民生活や健康など安全・安心

に直結する極めて公共性が高い施設（水道施設など）、 0使用許可等にあたって、利用者間の利害関係

等の調整が必要な施設（港湾施設など）、 0施設の管理業務の主要部分を指定管理者に行わせることが

できない施設（中央卸売市場）、 O直営業務（保健所業務）と密接に関連している施設（保健センター）、

O支所や公民館など併設又は近隣の施設の職員が管理することにより事務の効率化を図っている施設

（コミュニティセンターなど）＜呉市＞

・法令等の規程により管理主体が市に限定されている施設は直営としているが、その他の公の施設は、

引続き指定管理者制度の導入を検討することとしている＜厚木市＞

－法令により管理者が地方公共団体に限定される施設、中立個人情報の管理が求められる施設（基盤施

設、文粉鍛）＜熊本県和水町＞
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【施策として展開を図る施設】

・区の施策を展開するための施設（施設例：おとしより保健t福祉センター）＜東京都板橋区＞

・政策的に直営を維持する必要があると認められた施設（母子生活支援施設、子ども発達支援センターな

ど）リスクが大きいことから民間活用が不適と判断した施設（郷土資料館）＜江別市＞

・施設利用の公平性、方(ill設の安全面などから行政の直営が必要なもの（保育所）0施設の機能や事業を通

じ、高度な政策的、専門的な施策の展開を行うもの（地域づくり支援センター）＜光市＞

－マ高度な中立性や厳格な個人情報管理が求められる施設マ市民にとって特に重要なサービスを提供す

る施設で、市が責任を持って直接提供する必要がある施設マ政策的な企画立案を実施し、施設管理と

分離することができない施設マ短期のうちに政策の方針変更が見込まれる施設マ団体等が管理するこ

とに市民の理解が得られない施設（健康福祉センター、農業集落排水処瑚鍛）く山鹿市＞

－マ行政施策と一体となって運営する必要がある施設マ安心安全の確保の観点から町で、直営または包括

的委託により管理される施設（公共下水道終末処理場、水道施設）く京都府宇治田原町＞

1
l
e
i
t
 

－－

a

－

aa’d
 

j
n
λ
H
H
 

【高い公共性や中立性を持つ】

－マ利用の平等性、公平性など（守秘義務の確保等を含む）について、行政でなければ確保できない明確

な理由がある施設、マ税負担により運営を行うべき施設（病院、公民館等）＜神戸市＞

．・高い公共性や中立性を要し、市が責任を持って提供する施設（人権学習センター、人権プラザ）＜四日市市＞

・地区集会所…地域コミュニティ活動を公的に保障するため市場化の原因を排除。直営形態をとって任

意に住民協働を推進するく埼玉県三芳IHT>
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【高度な公的責任（個人情報保護、利害調整、権利保護等）が必要】

・市民の権利に影響する判定等行政自らが判断しなければならない業務を行う施設（障害者更生相談所）

＜広島市＞

．・守秘性のきわめて高い個人情報を取り扱う施設（市営住宅、健康センター、教育センター）く多摩市＞

：・①法律上の制限、②プライバシー保護、③平等性・公平性の確保、④公廷占竺理用三用界芳三一一
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・市民にとって特に重要な行政サービ‘スを市が責任を持って直接提供すべき施設（水道・病院、健康セン！

タ一、公民館、図書館等）0市の責任の下に事実行為の委託により運営を行う施設（下水道施設、簡易；

水道施設等）0利用者との信頼関係、や個人情報の保護が重要で、制度導入に理解を得る必要のある施設 i
（市営住宅、保育闘等）＜鳥取市＞ ： 

・住民生活と深い関わりがあり行政の責任で管理すべき方町長（施設例：村民会館、上下水道関係施設）＜長；

野県宮田村＞ ！ 

：．マプライバシー保護、平等性・公平性、公益上の理由などを基に、施設の目的・性質から総合的に判断

（図書館）＜埼玉県白岡町＞

・施設の性格上、町が責任を持って直営管理する必要がある施設（町営住宅）＜愛知県南知多町＞

a、

a、

【業務の特殊性・専門性を考慮】

・特殊性、専門性がある施設O経費削減やサービスの充実が見込めない施設（集会施設、清掃センター等）

く北茨城市＞

・方位設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案し、民間活用の余地が少なく、コス

ト削減が見込めない施設（文化芸初訪筒交等）＜志摩市＞

・専門的な見地を持った職員を配置する必要がある。地域に密着した施設。住民サービスの向上や経費

削減が見込めない施設（埋蔵文化財センター、公民館、文化施設）＜小浜市＞

・専門的知識や地域の特性を重視すべきと考える施設（図書館、民俗資料館）＜北海道弟子屈町＞

－マ民間事業者等で管理・運営ができない専門性、特殊性がある施設マ行政でなければ7利用者の公平性等

が確保できない施設（保健センター、水道施設）＜埼玉県北川辺町＞

・業務の特殊性、専門性等を踏まえ、町がサービスを提供することが適当な施設、民間活用の余地が

少なく、住民サービスの向上や経費削減が見込めない施設（歴史民族資料館、地区公民館（一部）、公営

住宅）＜福岡県上毛町＞

【民間活用によるメリッ卜（コスト削減・サービス向上）が見込めない】

・民間ノウハウ等を活用してもサーヒ守ス向上や管理運営の費用対効果・効率性の向上が期待できない

施設（博物館）＜釘｜｜路市＞

・民間のノウハウを活用し、コストの削減が見込めない施設。蓄積されたデータやノウハウが失われる

可能性があり、資料の収集、保存、調査研究が疎かになる（公圏内の野球場、郷土資料館）＜八王子市＞

・①法律等により、民間事業者等が行うことに明確な制約がある②民間事業者等に当該施設の目的を達

成できる能力やノウハウがない③施設の性格等、行政で行わなければならない明確な理由がある④管

理の内容が清掃等の委託のみで、制度導入の目的が発揮されない⑤現在の管理手法よりも施設の目的

を効果的に達成できる他の管理手法がない（動物園、保健福祉センター）＜帯広市＞

－マ民間事業者に当該施設の目的を達成できるノウハウがない施設、マ施設の性格等、行政で行わなけ

ればならない理由がある施設（墓地）く北海道南幌町＞

・民間移行よりも運営の方が、財政、管理運営で有利と思える（文教施設）＜北海道美瑛町＞

・民間事業者等により施設管理及びサービスの提供をすることによる管理経費の節減およびサービスの

向上が見込めない施設で、行政によりサービスの効率化および高質化を図ることが望ましいものにつ

いては、直営で管理を行い、可能な限り個別の業務委託を進めることにより管思経費の節減を図る（農

業技術研究所、自転車等駐車場、社会福祉センター、企業向け住宅、学童保育所、利別児童館、保健

センター、コミュニティセンター、高島生活館、一般廃棄物処理センター、墓地、葬斎場、公営住宅）

＜北海道池田町＞

－住民サービスの向上や経費削減が見込めない施設（共同調理場、火葬場）＜岩手県矢巾町＞

－複合施設で管理区分の明確化が難しい施設や、民間活用の余地が少なく、住民サービスの向上や経費

削減が見込めない施設（公民館）＜神奈川県箱根町＞

．，t’ft
E
E－－
E
z
r
，．
 

－t
e
t
e
r－－’
ELEe－－
aι
‘，
Y
1
v

’B
L
I
l
i－－－‘
t
－f
ト
‘

z
－h
f
l

- 19 -
t
i
b
o
a
s
A
 



(3）公の施設の管理状況

1）公の施設のうち指定管理者施設は28.3%（市区 30.6%：町村 19.3%) 

＝今直営施設数の市区 1/2、町村 1/4の割合

2）制度が多く適用されている施設は、駐車場、公園などの「基盤（31.0弘）」、病院、児童館など

の「社会福祉（25.6%)J、市民会館、美体調などの「文化（18.5%）」、体育館、プールなどの「レク

リエーション・スホ。ーツ（15.0%)J、観光案内施設などの「産業振興（9.9%）」の順

＝今市区は同様の順序。町村は「社会福祉（26.3九）」、「産業振興（24.5切）」、「基盤（17.6%）」、「文

化（17.0九）」、「「レクリエーション・スホ。ーツ（14.7見）J

－
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公の施設に占める指定管理者施設の割合は、 28.3免（市区30.6%：町村 19.3見）で、市区

では約2倍、町村では約4倍の施設が直営で、あった。指定管理者制度を導入している自治

体の割合は増えているものの、個別の施設への適用は今後さらに拡がる可能性が伺われた

＜図表 1-5＞。

指定管理者制度が適用されている施設の割合を内容別にみると、駐車場、公園などの「基

盤8 (31. 0覧）J施設が最も多く、次いで病院や児童館などの「社会福祉9 (25. 6見）」、「文化IO

(18. 5覧）J、「レクリエーション・スポーツII (15. Q覧）J 、「産業振興I2 (9. 9免）J施設という

順で、あった＜図表 1-6＞。

団体別にみると、市区では全体と順序は変わらず、「基盤（33.2%) J 、「社会福祉（25.4%) J、

「文化（18.7%) J、「レクリエーション・スホ。ーツ（15.1%) J 、「産業振興（7.6見）Jで、あったが、町村で

は、「社会福祉（26.3見）」施設が最も多く、次いで「産業振興（24.5免）J、「基盤（17.6覧）J、、

「文化 (17. 0覧）J、「レクリエーション・スホ。ーツ (14. 7見）」 の順で、あったo
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直営・指定管理者施設の管理状況（SA)図表 1-5
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8 基盤施設：駐車場、公図、公営住宅、水道施設、下水道終末処理場など。

9 社会福祉施設：病院、保健所、老人福祉センター、障害者自立支援センター、リハビリテーションセンタ

一、総合福祉センター、児童館などむ

10 文化：市民ホール、市民会館、文化会館、博物館、美討す企官、図書館、男女共同参画センタ一、

コミュニティセンター、芸術劇場などむ

レクリエーション・スポーツ：競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、

スポーツセンターなど。
12 産業振興：展示場施設、見本市施設、開放型研究施設、産業交流センタ一、農産物直売所、観光案内施設

など。
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施設内容別にみた指定管理者施設（SA)図表 1-6
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(5）指定管理者の募集状況と募集の考え方

1）施設の 35.8%（市区37.側、町村23.6弘）が公募

＝令平成 18年9月総務省調査23.7弘から 12ポイント増

2) 77. 8% （町村 87.2弘、市区 76.2覧）の施設が公募せずに従前の受託管理者が継続して

指定管理者となる

＝今平成 18年9月総務省調査66.0%から 11ポイン卜増

1
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制

1
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・

指定管理者の募集（施設ベース）では、公募が 35.8免（「制限・条件を一切設けず公募

(23. 1%）」＋「資格などの条件付公募 (12.7見）J））であり、平成 18年 9月時点の同種の調

査結果19 (23. 7九）よりも 12ポイント増加した＜図表 1-9＞。

また、従前の受託管理者が引き続き指定管理者となった施設は 77.械が非公募と上記調

査（脚注 18参照）時（66.0見）よりも非公募率が 11ポイント増加した。

団体別の特徴として、「募集J、「従前からの継続J、いずれも町村の非公募率が全体平均

よりも 10ポイント前後高くなる傾向がみられた＜図表 1-10＞。

なお、指定管理者の募集に関しては、施設の目的や求められる専門性、競争環境の有無

など施設を取り巻く諸条件・諸事情によるため、一概に公募・非公募の割合で透明性や

公平性を論じることはできない。

参考までに指定管理者施設の募集の考え方を示す＜図表ト11、12、13、26～31頁参照＞。

,. 
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指定管理者の募集状況（SA)図表 1-9
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19 総務省、「公の方官没の指定管理者制度の導入状況に関する調査結果j平成 19年 1月（調査時点は平成 18年

9月2日現在） 0
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①制限・条件を一切設けず公募する施設の考え方

1)民間企業が事業展開しており、効率的効果的な運用やサービス提供か涜月待できる

2）民間ノウハウの導入により住民ニーズに対応できる

3）施設管理に必要な資格等が特にない施設

4）競争原理によるサービス向上やコスト削減が期待できる

5）民間の発想・ノウハウにより新たな事業展開、利用促進が期待できる

6）収益性のある事業を行う施設

7）公平性かつ透明性の担保

8）民間事業者が少ないため制限等を設けていない
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図表~-11 制限・条件を一切設けず公募する施設の考え方と施設例20

【民間企業が事業展開しており、効率的効果的な運用やサービス提供が期待できる】
・民間企業が事業展開しており、効果的効率的な実現が期待できる施設

（ホール、スポーツ施設、駐車場等）＜堺市＞

・民間事業者等が既に事業展開をしている分野で、民間のノウハウを導入することにより、施設の設置 L....
目的を効果的に達成し、当該施設の円滑な管理を行うことが期待できる施設は、公募によることを原司

則としている（駐輪場等）＜厚木市＞ ： 
・「民間企業等が既に事業展開しており、ノウハウ等の導入により市民サービ、スの向上や施設の効果的か！

っ効率的な運営が期待できるJものと認められる方臨交については、公募により指定管理者制度を導入：

する（テニス場、プール、球技場、市民会館）＜一宮市＞

・同様、類似サービスを提供する民間事業者等が存在し、税負担ではなく、使用料・利用料金により運営

を行う収益的施設（社会福ネjl:Jj包設等）＜志摩市＞

・類似サービスを提供する民間事業者が存在し、サービスの向上、ノウハウの活用が期待できる施設（ホ

ール、スポーツ施設）＜洲本市＞

・民間企業が事業展開しており、また公募することにより、良好な管理が期待される事業者を選定する

ことができる施設（児童センター）＜相馬市＞

・民間企業においても事業展開が可能であり、効果的、効率的な管理・運営の実現が期待できる施設（老

人福祉センター、都市公園）＜多久市＞

・一般的に民間で、行っている事業内容であり、直営より民間が経営したほうが効果的、効率的な運営が

できる施設（スポーツ施設）く群馬県昭和村＞

・民間企業が事業展開しており、効果的効率的な実現が期待できる施設

（ホーノレ、スポーツ施設）く北海道七飯町＞ 、
・民間事業者が既に事業展開している分野で、効果的・効率的な管理運営が期待できる方回以総合運動場、；

芝山文化センタ一等）＜千葉県芝山町＞

・民間企業や社会福祉法人等が積極的に事業を展開しており効果的効率的な実現が期待できる施設（保育

園）＜栃木県高根沢町＞
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【民間ノウハウの導入により住民ニーズに対応できる】

・民間のノウハウの導入により、住民ニーズの効率的かっ効果的な実現が期待で、きる施設（老人福祉セン

タ一、文化産業交流センター、スポーツ施設）く岐阜市＞

. ［考え方｝… 民間企業のノウハウを活かした運営により、効果的・効率的なサービス提供が可能な施

設（ホール、保育園、観光施設、スポーツ施設、葬斎場、食事・宿泊施設）＜大岡市＞

・民間事業者等がすで、に事業展開している、あるいは管理委託などで受託者が想定できる施設について．

は、民間のノウハウの導入により住民ニーズの効率的かつ効果的な実現が期待で、きる施設（子育て支援：

施設、生涯学習施設）く青梅市＞ （ 

：・民間事業者等が広くノウハウやアイデ、イアを活用し、市民ニーズに応え効率よく運営できる方信設（福祉・：

20 図表ト11は、各自治体の多様な考え方やそれに基づく方筋交例を具体的に提示することにより、参考

に資することを目的として調査票の記述内容をそのまま掲載している（図表ト12、1-13も同様L

円。
フ－



スポーツ・文化施設）＜栗東市＞
・民間企業のノウハウ等の導入により、市民サービスの向上や施設の効果的な運用ができる施設

（丸太の森、運動公園、パークゴルフ場、駐車場）＜南足柄市＞

・民間事業者の手法により、サーヒース等の改善が期待で、きる施設（スポーツ施設など）く北海道枝幸町＞

【施設管理に必要な資格等が特にない施設】

・公の施設の管理に必要な資格等が特に無い施設備設例：駐車場、公園など）＜呉市＞

：・（基本条件は定めているが、施設独自の条件を付加しなしものについて）比較的民間が自由な発想で

事業展開できるもの（道の駅みさわ（一部条件はあり）など、特別な資格を特に要しなしゅ笛交）く三沢市＞

【競争原理によるサービス向上やコスト削減が期待で‘きる】

・民間企業を含めた幅広い参入を促進することにより、事業者選定時に競争原理をはたらかせ、より相

応しい事業者に、より少ない経費で施設の管理運営を委ねようとするもの

（文化施設、体育館等）＜多治見市＞

・市場において民間企業が十分に事業展開しており、競争原理によるサービス向上やコストの削減が期

待できる施設（駐輪場）く川西市＞

【民間の発想・ノウハウにより新たな事業展開、利用促進が期待できる】

・民間の持つ能力の活用が期待でき、利用者が多く見込める施設（駐車場、文化振興施設）＜西尾市＞

・基本的には、広く民間の創意工夫を活用するという考えに立っていることから制限を設けていない（動

物園、駐車場、文化会館等）＜大牟田市＞

・使用料等一定の収入があり民間事業者の経営手法やノウハウを発揮することが可能な施設

（駐車場、貸し館主体施設など）＜長岡京市＞

・民間事業者が既に事業展開している、または、事業展開が可能な分野で、民間事業者等の企画力、サ

ービス、経営ノウハウが発揮されることにより、市民ニーズの効率的・効果的な実現が期待できる施設

（スポーツ施設、市民ホーノレ）＜河内長野市＞

・民間事業者に委ねることによって大きな事業展開と施設の有効活用を望む（学童保育所）く滋賀県安土町＞

【民間事業者が少ないため制限等を設けていなしつ

・地方であり、対応できる事業者が少ないため広く募集する（体育施設）＜小浜市＞

．事業者が少ないため公募する施設には制限等を設けていないく青森県七戸町＞

・田舎の町の施設なので、制限や条件を設けると応募者がいなくなる恐れがあったため（総合公園、文化

会館、宿泊施設など）＜愛媛県砥部町＞ ； 

い離島であり受け皿として民間事業者等が少ないため、制限・条件の有無にかかわらず必然的に事業者が；

限定されてくる（全施設）＜長崎県新上五島町＞ l 

観光．

【収益性のある事業を行う施設】

・0民間事業者等の新たな発想、（こより、事業展開、利用促進が図られる施設（公園、スポーツ施設、宿泊

施設、市民会館等）、 O利用料金収入等により管理運営費の一部を賄うことができる収益性の高い施設

（駐車場、道の駅等）＜鳥取市＞

－使用料等一定の収入があり民間事業者の経営手法やノウハウを発揮することが可能な施設

（駐車場、貸し館主体施設など）く長岡京市＞

・同様、類似サービスを提供する民間事業者等が存在し、税負担ではなく、使用料・利用料金により運営

を行う収益的施設（社会福祉施設等）く志摩市＞

・収益性のある事業を行う施設で、指定管理者を公募することが適当な施設（温泉施設

案内所）＜島根県邑南町＞

宿泊施設

【公平性かつ透明性の担保】

・指定管理者の選定においては、法制上、公平性かっ透明性を担保する手続きが設けられており、市民に

対する説明責任を果たす仕組みとなっていることから、原則、公募により行うこととしているく岩三沢市＞
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②資格など条件を付して公募する施設の考え方

1)法律で団体を規定、資格者の配置の義務や資格による制限のある施設

2）設置の趣旨に沿った事業を行う能力を必要とする施設

3）施設管理代行と政策・事業の一体的な推進が望ましい施設

4) 「地域振興」「地場産業の活性化Jなどの政策目的による地域限定

5）健全な財務能力を有する団体による、安定した施設運営の確保

図表ト12 資格など条件を付して公募する施設の考え方と施設例
【法律で団体を規定、資格者の配置の義務や資格による制限のある施設】

：・社会福祉法人に限定（総合リハビリテーションセンター、福祉保健活動拠点）＜横浜市＞

・・複数施設を地域差なく一括して管理運営させるため資格を法人に限定（老人福祉センター）＜堺市＞

・資格による制限。介護施設については介護保険事業者に限定（デイサービスセンター）く松戸市＞

・施設の性格、設置目的、適用関係法令等を勘案して条件を付して公募する施設（施設利用者の特定・限

定性、施設の地域性、施設の特殊性、市の政策との一体性等）（老人福祉センター）＜四日市市＞

・法律等によって、管理者が規定されているもの（老人福祉センター、障害者福祉作業所）

＜大阪狭山市＞

・教育施設など、管理において資格等を有している者が必要であり、それにより施設の公共性が保たれ、

る施設（図書館・児童館など）＜三沢市＞

・すべての施設について申請資格等を設けている（団体であること。市との連絡や緊急時対応を行う責任

者が常駐する事務所を市内に置いていること。施設管理に必要な資格又は資格者を有していること。

欠格事項に該当しないこと）＜釧路市＞

・運営に必要な資格等を有する必要のある施設（南幌温泉）＜北海道南幌町＞

・施設管理をする上で、必要な資格および緊急事態発生時で、のすばやい対応ができる体制の確立が必要な

施設（図書館、温泉入浴施設（公衆浴場）、社会教育施設）＜北海道大空町＞

・施設設置目的等によって指定管理者になりうる団体が異なるため施設ごとで資格や条件を検討

（社会福ネ品包設、運動公園）＜神奈川県大磯町＞

・施設を管理するにあたって、資格や免許等が必要な施設については条件を付すく福岡県上毛町＞
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【設置の趣旨に沿った事業を行う能力を必要とする施設】

・設置条例における設置の趣旨に沿った事業を行う能力を必要とする施設（障害児活動支援センタ一、

スポーツ施設、芸制強官など）＜鎌倉市＞

・指定管理者が公の施設の管理運営を円滑に行えるよう、公募した施設について、類似施設の管理運営：

を行ったことがあるか過去の実績を条件として付している（市営駐車場）く八王子市＞ a、
・施設の設置目的を理解し、地域社会のコミュニティ活動や地域福祉活動にとって最も適した地域住民

で構成する団体のほうが安全円滑に管理運営できると認められる場合（コミュニティセンター）
＜河内長野市＞

・その施設の提供するサービスの内容、性質・規模が区内業者に馴染むと判断、された施設については、区：

内経済活性化の観点から、区内業者に限定する場合がある（徳丸ふれあい館、企業活性化センター）

＜東京都板橋区＞ ~ 
・一定水準の業務遂行能力が欠かせない施設（保育園、児童館、福祉園）く東京都北区＞

・管理運営を民間事業者に任せることで、ニーズ1こ合ったサービス内容の充実や民間のノウハウを活用．

できる施設（スポーツ施設、老人福祉施設）く海津市＞

・施設の設置目的を変えることなく、提供するサービスの拡大、質の向上が見込まれる事業者が管理す

ることが望ましい施設（保育所、体育施設、家畜排池物処理LJjfff設）く岩手県雫石IIIJ>

・地域の実情を知っている地元業者の管理が望ましいと考えられる施設（観光資料館）
＜北海道弟子屈町＞

【施設管理代行と政策・事業の一体的な推進が望ましい施設】

；・マ特定の施策を推進するにあたり、施設の設置目的と同様な目的をもって設立された団体等、制限を

し．立区開閉理煮倒有団体を募集又は指定することのほうが効果的であると判断される場合《男女共：

。。
円
／
】



同参画推進センター》マ市内の特定の地域を振興する目的で設置された施設や地域お己－~－；三デJ施一：
設等について、指定管理者を地域の団体に限定する場合マ利用料金制が採用できない、特段の個人情

報を取り扱う等の理由で、民間事業者の活用に効用が見出せず、指定管理者を公共的な団体に限定す

る場合《霊園、駐車場》＜相模原市＞

・施設管理とそれに密接に関連する政策・事業の推進を合わせて代行させることが望ましい施設につい

ては、管理を代行する者の資格等に特別の条件を付し公募（児童館、コミュニティセンター）

<1岐阜市＞

・政策的な企画立案を実施し、施設管理と分離することができない施設（博物館）＜滝川市＞

・施設管理代行と政策・事業の一体的な推進が望ましい施設（図書館、市民活動推進施設等）＜延岡市＞

・市が行う施策・事業との一体的な推進が望ましい施設（総合交流施設、資料館、心身障害者福祉セン

タ一等）＜北茨城市＞

・施設の管理代行と町の政策、その他の要素を勘案し、資格など条件を付しての公募が望ましいと考え

る施設（総合体育館など）く北海道羽幌町＞

・施設の性格、設置目的等により、指定管理者となる主体の資格制限を行う施設。町の政策展開が事業

に大きく関与するものが多い施設＜埼玉県三芳町＞

・施設管理の代行と、それに密接に関連する政策や事業の推進を併せて代行させることが望ましい施設

（寄木会館＝産業振興施設）＜神奈川県箱根町＞

・施設管理と政策・事業の一体的な推進が望ましい施設（( 1）民間で類似施設がある、（2）利用料金制採用

している、（3）管理に際し行政の関与の度合いが低い、（4）開放性が高い、（5）採算率が高い、（6）他の

同種の方笛交に比べ管理コストが高い、（7）施設規模が大きいなどを考慮する）（身体障害者デイサービス

センタ一、老人福祉センター）＜埼玉県白岡町＞

・地元の法人又は団体を有資格者とし、施設管理代行と政策・事業の一体的な推進が望ましい施設

（レクリエーション・スポーツ施設、産業の振興に寄与する施設、地域の福祉に寄与する施設）

く愛媛県伊方町＞

【「地域振興」「地場産業の活性化」などの政策目的による地域限定】

・管内に主たる事務所を有し、原則3年以上同種又は類似業務の経験を有すること＜帯広市＞

・地域の活性化や担い手の育成のため、地域要件を設定＜会津若松市＞

－緊急時の対応等を考慮し、市内に事業所を有するか、指定されたときは市内に事業所を設けること

（文樹包設等）くつくば市＞

－条件：市内限定 市内に多くの団体等が既に存在し、競争性が確保されていると考えられるため

（学童保育所）＜大牟田市＞

：・地域企業の活用（駐車場）＜鹿嶋市＞

；・マ市内に主な事業所又は営業所等を有するなど、管理運営にあたって緊急II寺における迅速な連絡・

対応体制が確実に確保・整備する必要がある施設マ市内又は隣接する市町において、同種同規模程度の

管理運営実績が求められる施設（スポーツ施設、観光施設、老人福祉施設等）＜御殿場市＞

：・施設運営に対する、経験、技術を有する職員の配置が可能な会社（市民文化会館）く御坊市＞

：・地域振興を重要課題と位置付け、地元企業を優先＜愛媛県愛南町＞

：・施設管理代行並びに地域振興と地場産業の活性化という観点から一定の条件を付すく福井県岩狭町＞

；・施設の性格や設置目的に照らし、町内の団体に限定して公募し、運営を任せることで地域の活性化を

目指すことが見込めるため（道の駅）＜愛媛県砥部町＞

【健全な財務能力を有する団体による、安定した施設運営の確保】

：・基本的な取扱いとしては、公募への参加資格要件として、市内に本社等の主たる事業所を置く法人等

に限るほか、本市の一般競争入札の参加停止等の措置を受けているものや法人税、消費税、地方消費

税および市税を滞納しているもの、暴力団員に該当するもの等については、欠格としているく旭川｜市＞

・団体の経営状況や税滞納の有無等の確認等を行うことにより、健全な財務能力を有する団体による、

安定した施設運営の確保（レクリェーション施設、市民ホール等）＜大船渡市＞

－円滑な管理・運営が望ましいことから、経営が安定した業者を選定するなど政策的判断を要する

く千葉県御宿町＞

－施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況、受託団体の設置1針金および組織体制状況等を踏まえた

施設（具志頭老人福祉センタ一、東風平社会福祉会館等）く沖縄県八重瀬町＞
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③公募せずに、指定管理者を特定する施設についての考え方と施設例

1)施策の推進を図る施設

2）利用者とのつながりや地域密着度が高い施設

3）市民との協働によって運営する施設

4）出資法人の経営強化の経過措置

5）高齢者、障害者などの地域雇用の確保

6）既存管理委託団体のノウハウの蓄積や事業の継続性、高度な専門性が必要な施設

7）利用料金収入など経済的なインセンティブが期待できない施設

8）公募による応募の見込みのない施設

9）その他、 PFI導入施設など

図表ト！~ 公募せずに、指定管理者を特定する施設についての考え方と施設例
【施策の推進を図る施設】

－市の政策遂行上、特定団体等が管理運営する必要がある施設（公民館等）＜名張市＞ ： 

・運営主体の変更により利用者に与える影響が大きい施設O市の施策と連携して施設運営が望まれる施、

設等（福祉作業所、保育所、博槻官）＜野田市＞ ； 
・公共的団体が管理運営を行うことで、行政が目指す施策の推進が図られ、継続的な事業展開が見込ま：

れる＜福岡県芦屋町＞

、、

。； 【利用者とのつながりや地域密着度が高い施設】

：・施設の設置目的などから、利用者との長期にわたる安定的な関係や市の指導性が担保されていること

が不可欠な施設（社会福祉施設、コミュニティ施設等）く川西市＞

：・地域住民が専ら使用している施設および地域住民が構成する団体に委ねる方が効果的な管理運営を

行うことができる施設（地域コミュニティーセンター等）0管理委託費が年間概ね500万円以下の小規

樹包設、外郭団体受託施設（1回目の指定のみ）く熊本市＞

1 .設立の経緯や施設の運営に関して、地域と密接な関連があるもの（児童館外）0管理受託団体の設立

1針皐およひ守品織体制を踏まえ、公募による指定管理者の選定が困難と認められるもの（文化会館 外）

＜福井市＞

・施設の性格、設置目的を効果的かっ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を

行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮、する場合（医療施設、観光施設）＜東京都大島町＞！ 踊
・地域の人材を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度期待できる施設（地域に密ゐ‘ 貝

着した住民活動の拠点となる施設（集会所＝地域コミュニティ施設）く神奈川県愛川町＞ ． 
・地域住民が専ら使用している施設や地域住民が構成する団体が管理運営を受託している施設（安里

コミュニティー供用施設、富盛区学習等供用施設等）＜沖縄県八重瀬町＞

。i【市民との協働によって運営する施設】

: .市民との協働により運営している施設や施設の性格や目的等の効用を高める管理形態にある施設、管

理委託の受託者以外の団体が参加できる体制を検討する期間をとる施設などにおいては、公募せずに

指定管理者を選定している＜旭川市＞

・協働による視長で、施設運営を行う施設（体育施設、文化施設、福制強設など）く大府市＞

・市民参画、市民協働の視点から地域団体等による施設管理が適当である場合等、特に必要と認められ

る場合は、公募によらず選定することができる（地域コミュニティカ節約＜多摩市＞

・地域協働の観県から地域の人材活用等地域との連携による地域振興に寄与する団体が客観的に特定さ

れる場合もしくは、既に管理を行っている団体で、あって、当核施設の管理を引き続き行うことにより、

安定した行政サービスの提供および事業効果が相当程度期待できる場合（手続条例より）（ファーマー

ズセンターや地域拠点型観光施設）くあきるの市＞

【出資法人の経営強化の経過措置】

・市出資法人の設立目的と同様な趣旨で設置されている施設については、当該出資法人が施設管理およ！
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び事業運営を一体的に実施することにより、効果的に施設の設置目的を達成できると客観的に判断で j

きる場合においては、当該出資法人を公募によらない方法で選定することができるとしている（スポー：

ツ施設、文化会館等）く厚木市＞ ~ 
j・施設の設置目的に照らし、これまで、出資団体を設立した経緯もあったため（体育施設、宿泊施設、社会 i

福祉施設）＜石川県内灘町＞

；・設置目的等の効果的な達成のため、出資団体を非公募により指定（町民グラウンド）く滋賀県竜王町＞

－マ施設の効用を高めることを目的として町が設立した財団法人を特定する必要がある施設＜広島県

熊野町＞

【高齢者、障害者などの地域雇用の確保】

・地方自治法施行令第 167条の2第 l項第3号と同様の趣旨で、高齢者の雇用確保等のためシルバー人

材センターを指定することが適当な施設（自転車駐車場）＜東京都葛飾区＞

・高齢者や障害者の就労支援を目的として設立した公益法人を指定管理者としないことによってそも

そもの政策目的が損なわれる場合など（自転車駐車場など）＜松戸市＞

【既存管理委託団体のノウハウの蓄積や事業の継続性、高度な専門性が必要な施設】

・特列企または高度な専門性を要する施設かっ一体的に管理を行うことが合理性の高い施設（歯科医療

センター）く四日市市＞

：・ O利用者による自主的な管理が市民サービスの向上、管理経費の縮減等に効果がある場合O専門的か

つ高度な技術が必要で、その能力を有する団体が特定される場合O指定管理者制度によって管理して

いる施設と併設され、又は複合施設となっており、同一の管理主体による一体的管理が効果的である

場合（社会福祉施設、地域コミュニティ施設等）く尼崎市＞

－既に管理運営を委託している施設であり、業務に精通している＜Yr.童館、体育館）〈岩手県矢巾町〉

・（1）設置目的により事業者が地域の特定団体に限定される施設（2）施設運営のノウハウ・専門性などによ

り業者特定を要する施設（地域福祉センター）＜千葉県御宿町＞

【利用料金収入など経済的なインセンティブが期待できない施設】

・利用料金収入が期待できず、利用者が比較的限定される施設（地域自治会館）＜北海道弟子屈町＞

・利潤の期待ができない施設（地域公民館、社協等）＜長崎県川棚町＞

・施設の性格および収益的に経営が困難な施設（山小屋）＜長野県白馬村＞ こ江
戸ベー

【公募による応募の見込みのない施設】

・事前調査の結果、応募者が無いと判断した施設（日曜休日応急診療所、老人福祉センター）＜境港市＞：

・施設の性格、規模およひ機能により公募することが適さないと認められるとき。公募に対し応募者が

いないとき。指定管理者に選定された団体を指定することが不可能、または不適当と認められる事情

が生じたとき。指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき＜北海道池田町＞

【その他、 PFI導入施設など】

－マPFI法の活用により一定期間、施設の管理運営をする者を指定する場合、マ当核施設に併設する施

設の運営法人等を指定する場合、マ地域人材の活用など合理的な理由がある場合、マ専門的かっ高度：

な技術を有する者が客観的に特定される場合等（地域福祉センタ一、児童館等）＜神戸市＞

・原則公募ですが、 ~FI の契約上、規定しである施設がある（ケアセンターさんよう）く山陽小野田市＞：
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(6）指定管理者制度の導入成果の把握

1）「コスト」と「サービス」両方の成果を把握している自治体は 50.0弘（市区 60.2%：町村

38.5見）。「コストのみ」「サービス内容のみ」把握している自治体はそれぞれ 1割強

＝令28.4弘（市区 18.8%：町村39.3弘）は制度導入の成果を把握していない

＝令制度の運用の見直しゃ改善につながる成果の把握では市区の取組が進んでいる

の制度の導入により、施設管理運営費は 10.日縮減（市区 10.4弘：町村 12.9%) 

3）指定管理者による新たな取組は「既存の事業メニューの充実」、「新規事業」などのサービ

ス内容の拡充や、「開館時間の延長」、「広報 PR」、「開館日の増加」などの利便性の向上

当市区の指定管理者の新たな取組が活発

、、

サービス内容や施設管理費用など指定管理者制度の導入の前と後の成果の把握について

は、半数の自治体が「管理費とサービス内容の両方（50.0覧）」を、 1害lj強がそれぞれ「管

理費用だ、けJ「サーヒゃス内容の変化だ、け」（ともに 10.8%）把握している＜図表ト14＞。 ！ 
団体別では「管理費とサービス内容の両方を把握しているJのは市区が 60.2弘、町村が

38.5犯と、同様に「成果について特に把握していなしリ割合も市区 18.鋭、町村39.3犯と、 、；
制度の適正な運用やコスト縮減やサービスの改善につながる評価（成果の把握）では市区

の取組が進んでいる。

さらに、指定管理者制度を適用した施設について、制度の導入前（平成 17年度）と導入

後（平成 18年度）の縮減率21を石鶴忍したところ、回答自治体（250団体）の6割（152団

体）から有効な回答があり、 10.5% （市区 10.4%：町村 12.9%）の施設に係る管理経費の

縮減効果が確認された。

続いて、制度導入後の成果についてなんらかの把握をしていると回答22 した自治体

(81.似・ 179団体）に、指定管理者がサービス向上のために実施した新たな取組についてた

ずねたところ、「講座、イベントなどの既存の事業メニューの充実（58.1%) J 、「新規事業の

展開（51.4切）」などのサービス内容の拡充や、「開館・受付時間の延長（43.6九）」、「広報－

Pl｛の充実（39.7%) J、「開館日の増加（休館日の開館） (32. 4出）」など利用者の利便性の向

上に関する取組が上位を占めた＜図表ト15＞。

なお、制度導入の成果を把握している回答の割合が高かった市区はここで、も記入が多い。、三

21 縮減率の算出方法：制度導入前（平成 17年度）と制度導入後（平成 18年度）の「施設管理運営費（指定

管理料）Jから「使用料等収入Jを減じた「実質管理乱糧費jの増減額÷平成 17年度実質管砥怪費×1000「施

設管理運営費」及び「使用料等収入J 額の捉え方は各自治体によりさまざまであるが、ここで、は縮減率の~＇巴
握を目的（対象施設（こ関わる支出と収入の差額が把握できればよし、）としているため各団体で把握している

算出値を回答してもらったD

22 「管理費用とサービス内容の両方J＋「管理費用の変化だけJ＋「サービス内容の変化だ；すJのうち、い

ずれかを回容した自治体じ

つ〆』つu



（見）

制度導入後の成果の把握状況（SA)

成果について特に

把握していない

図表 1-14

管理費用とサービス『 ’ 
｜管理費用の変化だけ｜サービス内容の変化

内容の両方の成果を｜ ｜ 
｜ 把握している ｜だけ把握している把握している I I 
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議寂：~sf安；鱗町村
(n=117) 39.3 12.8 

指定管理者がサービス向上のために実施した新たな取組（MA)図表 1-15

（弘）
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平成24年5月ノ日

課

関係課室長様

経営政策課長

指定管理者から提出された事業報告書の取扱いについて（通知）

指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、民間事業者等が有するノウ

ハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図ろうというものです。

その実施においては、複数年度にわたり公の施設の管理を民間事業者等に委ねることから、指

定期間中、協定に従い適正かっ確実なサービスが提供されているか、また、指定管理者が安定的・

継続的にサービスを提供できる状態にあるかなどを評価し、必要に応じて指導・助言を行わなけ

ればなりません。

このようなことから指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に係る事業報告書を地方公共団体

に提出することが地方自治法第244条の 2第7項の規定により義務付けられており、これに違

反すると指定の取り消し等の事由に該当します。

所管課室におかれましては、住民サービスの質の向上と安定した提供を実現する観点から、提

出された事業報告書を十分に精査し、指定管理者に対する指導や助言が必要な場合におきまして

は、その重要度に応じて所管部局長決裁または市長決裁とし、経営政策課長への合議をお願いい

たします。

［文書取扱】

政策推進係 甲斐正紀

内線： 21 7 1 
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｜課室名 経営政策課

起 案 日 24年6月 13日 決 裁 日 ょヂ年 6月 1；夕日

課 内 検 討 者 決裁者

担 当 者
起案

課長補佐 課 長
責任者

に＝＝当

＠ ⑤ tニe司’・．：．モ、，h， 

Tel 2171 
政策推進係長 意見

② 
ムロ 議 者

~： 

意見

広報のベおかへの掲載 要 ・＠ ホームページへの掲載 く安． 否

件名 ：延岡市指定管理者選定会議に関する要綱の改正について

平成＿？＿1年4月1日より、指定管理者制度は経営政策課の所管事務となりましたの

で、別紙新旧対照表のとおり要綱の一部を改正します。

あわせて、市公式ホームページに掲載している同要綱、および指定管理者制度に関

する資料について、平成~_4＿年4月1日現在の情報に更新します。
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新旧対照表

新 ｜日

延岡市指定管理者選定会議に関する要綱（案） 延岡市指定管理者選定会議に関する要綱

第 1条～第4条 ～ （省略） ～ 第 1条～第4条 ～ （省略） ～ 

（庶務） （庶務）

第 5条 選定会議の庶務は、企画部経営政策課で処理する。 第5条 選定会議の庶務は、企画部市民協働・男女参画課で処理する。

｜対日IJ 附 則

この要綱は、平成 17年 5月 1日から施行する。 この要綱は、平成 17年 5月 1日から施行する。

I）付 HIJ 附日IJ

この要綱は、平成 19年4月 1日から施行する。 この要綱は、平成 19年4月 1日から施行する。

附則 附則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。 この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。

Iヰ！日IJ 附則

この要綱は、平成21年4月 1日から施行する。 この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。

附良IJ ！府県IJ

この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。 この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。

位 』

この要綱は、平成24年4月 1日から施行するn
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延岡市指定管理者選定会議に関する要綱

（設置）

第 1条 公の施設の指定符理者の候補者を選定するために、延岡市指定管理者選定会議（以

下「選定会議」としづ。）を設位する。

（所掌事務）

第2条 選定会議は、公の施設の指定管理者として指定を受けようとする者の中から、

選定基準に照らして最も適切な管理を行うことができると認められるものを、当該公の施

設の指定管理者の候補者として選定する。

（組織）

第3条 選定会議は、面lj市長、企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、農林

水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、北浦町総合支所長、北川町

総合支所長、上下水道局長及び、教育部長を委員として組織する。

2 委員長は、高lj市長をもって充てる。

3 委員長は、選定会議の会務を総理し、選定会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

（会議）

第4条選定会議は、委員長が招集する。

2 選定会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 選定会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、外部の学識経験者等を選定会議に出席させ、

その説明又は意見を聞くことができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、公の施設を所管する課所長又は職員を会議に

出席させ、事案について説明を求めることができる。

（庶務）

第5条選定会議の庶務は、企画部経営政策課で処理する。

附員lj

この要綱は、平成 17年 5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 19年4月 1日から施行する。

｜府県lj

この要綱は、平成 20年4月 1日から施行する。

附良IJ

この要綱は、平成 21年4月 1日から施行する。

附員lj

この要綱は、平成 22年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 24年4月 1日から施行する。

、』



指定管理者制度
キ以斧ームイFν タ3 112ページ

サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜文字を大きくしてd

記事の検索：

r"''JJ直:Jn＞くらしの情報〉まちづくり〉指定管理者制度

指定管理者制度

掲載日： 2011年9.

概要

従来は、地方公共団体の管理権限の下で具体的な管理業務を受託できたのは、公共団体（土地改良区等）、公共的団体（農協、生

自治会等）、地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの（2分の1以上出資等）に限られてきましたが、平成15年の地方｜

の改正後は、地方公共団体の指定を受けた吋旨定管理者」が管理を代行できることとなりましたo

指定管理者となりうる宥の範囲については、自治法上では特段の制限が設けられていないため、出資法人ではない株式会社等て

ても指定管理者となることが可能です。

ただし、個人を指定管理者として指定することはできません。

公の施設とは

公の施設とは、地方自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用lこ供するための施設Jと定義制

り、次の5つの要件を満たすものと考えられています。

1.住民の利用に供するためのもの

試験研究機関や庁舎などは公の施設ではない

2.当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの

物品陳列所などは公の施設ではない

3.住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの

競輪場や留置場などは公の施設ではない

4.地方公共団体が設けるもの

5.施設であること

物的施設を中心とする概念であり、人的手段は必ずしもその要素ではない

公の施設の主なものとしては次のとおりです。

体育施設 体育館、運動場、プール

教育・文化施設 博物館、美術館、図書館、文化会館、公民館、コミュニティセンター

社会福祉施設 老人福祉施設、児童福祉施設、保育園

公営企業 公立病院、上水道、下水道、工業用水道、パス路線

その他 公園、道路、河川、学校、公営住宅、墓地

延岡市における指定管理者制度導入状況

ち指定管理者制度導入状況（P肝ファイル I41.3キロバイト） 一対付 ( 'ftゅの）

延岡市の指定管理者制度導入施設一覧

当指定管理者制度導入施設一覧附ファイル I90.1キロバイト）ー務付 （引を仏＠）

http://www.city .nobeoka.mi)崎球i.jp/display.php?cont=l10912102549 2012/06/13 



指定管理者制度
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指定管理者の募集（平成28年旬月符日現在）

現在募集している施設はありません。

指定管理者の指定

公の施設の管理運営を行う指定管理者が指定されました。

O平成23年12月定例市議会

~＇指定管理者選定結果一覧（PDFファイJレI81キロバイト）

O平成22年12月定例市議会

ち指定管理者選定結果一覧（PDFファイル I151キロバイト）

指定管理者制度運用方針

ち指定管理者制度運用方針（PDFファイル I435キ山ト）ー 賄

延岡市指定管理者選定会議に関する要綱

ち指定管理者選定会議要綱（PDFフアイJ~I 78.8キロバイト）一一更新 （ 

ふ担当課 企画部経営政策課（政策推進係）

づi:;h~ 会、 :t: －ムイ，－ ~ •' eノ： 2/2ページ
咋凶ク＼ ＿，、「 1 ,- /13 

( flf，与税五包若槻俳）'t安安）
;:fAt者~

向上

，：：；：.住所 本庁2階（882-8686延岡市東本小路2番地1)

J電話番号 i 0982-22-7074 

空FAX I 0982-22-7090 

各メールアドレス !k州

r:;E~副司〉くらしの情報〉まちづくり〉指定管理者制度

サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜セキュリティポリシー

Copyright (C) 2006 Nobeoka-City All Rights Reserved. 

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=l 10912102549 

ページG

延岡市役所

882-8686宮崎県延岡市東本小路

電話 0982-34-2111（代表）

2012/06/13 



延岡市の指定管理者制度の導入状況について

1.公の施設における制度導入状況について

公の施設の総数

指定管理者制度導入施設 （導入率） '25.8覧

直営施設

2.制度導入施設の募集方法

公募施設・・・・・

非公募施設・．．．

市道

学校教育施設
（小中学校、幼稚園）

上記以外

57施設（54.8%) 

47施設（45.2%) 

3.制度導入施設の利用料金制度導入状況

導入施設・・・・・ 41施設（39.4%)

未導入施設・・・・ 63施設（60.6%)

4.指定の期間

，：’指定期間' 守．． 施設数
3年 53 

5年 48 

10年 3 

富十 104 

0’一• .. ~ ・

平成24年4月1日現在

メ63

104 

57 _.29g 

μt 

〉件；D

’割合
51.0% 

46.1% 

2.9% 

100.0% 

~·＼~氏①

く十0よ

コ 9~



¥b'l紙 θ

延岡市における指定管理者制度導入施設一覧
平成24年4月1日現在

施股名 指定管理者名
指定期間

前回募集
始期 終期 期間

延岡市営住宅（47団地） 延岡宅地建物取引業協同組合 平成22年4月1日 平成25年3月31日 3年 公募

延岡市特定公共賃貸住宅（2団地） 延岡宅地建物取引業協同組合 平成22年4月1日 平成25年3月31日 3年 公募

延岡市若者定住促進住宅（1団地） 延岡宅地建物取引業協同組合 平成22年4月1日 平成25年3月31日 3年 公募

延岡市ニュータウン北方住宅（1団地） 延岡宅地建物取引業協同組合 平成22年4月1日 平成25年3月31日 3年 公募

延岡市夜間急病センター 一般社団法人延岡市医師会 平成16年7月1日 平成26年3月31日 10年 公募

延岡市東海コミュニティセンター 延岡市東海コミュニティセンター管理運営協強会 平成21年4月1日 平成26年3月31日 5年 公募

延岡市南方東コミュニティセンター 延岡市南方東コミュニティセンター管理運営委員会 平成21年4月1日 平成26年3月31日 5年 非公募

延岡市恒宮地区高齢者コミュニティーセンター 社会福祉法人延岡市社会福祉協施会 平成21年4月1日 平成26年3月31日 5年 公募

延岡市道の駅北川はゆま 株式会社北川はゆま 平成23年4月1日 平成26年3月31日 3年 非公募

延岡市ホタルの里休暇村 株式会社北川はゆま 平成23年4月1日 平成26年3月31日 3年 非公募

延岡市岡富コミュニティセンター 延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会 平成22年4月1日 平成27年3月31日 5年 非公募

延岡市余熱利用健康施訟ヘルストピア延岡 株式会社ヘルストピア延岡 平成18年4月1日 平成28年3月31日 10年 公募

延岡市立島浦診療所 島浦町区 平成18年4月1日 平成28年3月31日 5年 公募

延岡市島野浦島開発総合センター 島浦町区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

証岡市民協働まちづくりセンター NPO法人のベおか市民力市場 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

北老人福祉センター 財団法人延岡市高齢者福祉協会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

南老人福祉センター 財団法人延岡市高齢者福祉協会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市岡富デイサービスセンター 財団法人延岡市高齢者福祉協会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市東海デイサービスセンター 社会福祉法人三ツ葉会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市島浦デイサービスセンター 社会福祉法人千寿会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

組児童館 学技法人純心学園 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

緑ケ丘児童館 社会福祉法人緑ケ丘福祉会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市母子生活支楓施訟ファミリーハイツ 社会福祉法人緑ヶ正福祉会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡ライトハウス点字図書館 一般財団法人延岡愛盲協会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡ライトJ、ウス盲人ホーム 一般財団法人延岡愛盲協会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市農産加工研修センター 延岡市農産加工研修センター運営協踏会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市家畜排せつ物処理センター （株）延岡地区有機肥料センター 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

証岡市鳳仁田地区営農飲雑用水供給施股 鳳仁田地区生産組合 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市共同作業場 延岡市共同作業場使用者団体 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北方中部地区集落センター 川水流区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

栂峰生活改善センター 概峰区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

三位生活己主普センター 桓下区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市ETOランド速日の峰 一般財団法人速自の峰掻興事業団 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市森林総合利用促進施訟鹿川キャンプ場 上鹿川観光組合 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市曽木デイサービスセンター 社会福祉法人延岡市社会福祉協限会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北方デイサービスセンター 社会福祉法人延岡市社会福祉協随会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市農産物直売・食材供給施陸 財団法人連日の峰掻興事柴田 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市農林産物集出荷貯蔵施股 延岡農業協同組合 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市下鹿川林業者健康泊進用建物 下鹿川区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市高齢者活動促進施股 甑下老人クラブ 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北方南部地区体育館 曽木区 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北方健康福祉センター 社会福祉法人延岡市社会福祉協踏会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市浜木綿村 北浦総合産業株式会社 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市末越レジャーI~ーク 北浦総合産業株式会社 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北浦デイサービスセンター 社会福祉法人千寿会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市祝子川温泉鍵人の渇 有限会社祝子川温泉義人の湯 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市祝子川森林レクリエーション施設 祝子川財産管理組合 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北川老人福祉館 社会福祉法人延岡市社会福祉協組会 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市北川館山牧場 社団法人北川町畜産公社 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡総合文化センター 公益財団法人延岡総合文化センター 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市公会堂『野口記念館J 公益財団法人延岡総合文化センター 平成23年4月1日 平成28年3月31日 5年 非公募

延岡市川中コミュニティセンター 延岡市川中コミュニティセンター管理運営委員会 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 非公募

延岡市まちなか子育て交流広場まちなかキッズホーム 特定非営利活動法人延岡市子育て支揖協強会 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 公募

延岡市舞野地区多目的研修センター 舞野地区多目的研修センター運営協揺会 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 非公募

延岡市須美江家族旅行村 須美江家族旅行村管理協会 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 公募

延岡市長井健康増進センター 証岡市本村自治公民館 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 非公募

延岡市ーヶ岡コミュニティセンター 延岡市ーヶ岡コミュニティセンター管理運営委員会 平成24年4月1日 平成29年3月31日 5年 非公募
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件名 指定管理者募集における複数の団体による共同申請の取扱いについて（伺い）

標記について、平成21年2月に制定した延岡市指定管理者制度運用方針では、明確な記載等がないため、その取

扱いについて、担当課毎に異なる恐れがあります。

現在、次期指定管理者を募集している2施設のうち、延岡市須美江家族旅行村について、複数の団体による共同申

請について問い合わせがあり、今後も、同様の問い合わせ及び申請が増えてくるものと思われます。

つきましては、別紙のとおりその取扱い等について基準等をまとめ、公の施設所管課へ周知します。

なあ＼ヲミ肉孝義体の加及川てつltて l'1 、 ~J!有4手、マ者予防成守ラ室等 L亡封いて毛 Rえl三河－... ~rtておゾ、表向辛秀之4卒乏拾え可t~玄翁

じして将だしに惚設も勿孝夫ご’ぞいます，



・共同事業体の取扱い

.~ 

下記の事項に該当する共同企業体で、構成員全員が応募資格を満たす共同事業体につい

ては、申請を認めるものとします。ただし、同一の施設において、単独で申請した法人等

が共同事業体の構成員になること及び二以上の共同事業体の構成員になることはできない

ものとします。

また、申請後、原則として代表者及び構成員の変更は認めないものとします。

なお、申請に必要な書類については、「申請団体の概要j、「主要業務実績j、「誓約書J、「登

記事項証明書J、「申請団体の経営状況、事業報告を説明する書類（財務諸表等）Jは、構成

員ごとに作成し、その他の書類は代表者が作成することとします。

①構成員の数及び組み合わせ

運営上の責任の明確化を図るため、構成員の数はできる限り少数とし、構成員の組み

合わせば個人以外の団体等によるものとします。

・共同事業体申請の場合の添付書類について

共同事業体申請においては、通常の申請書類の他、次の書類を作成し、提出させること

とします。様式については、次頁参照、。

①役員の氏名・住所等一覧表（様式第5号）

②共同事業体構成員一覧表（様式第6号）

③申請手続き当に関する委任状（様式第7号）

④管理運営業務に関する共同事業体協定書

J

－’
 

－ 

,. 

、’
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（様式第5号）

役員の氏名・住所等一覧表

平成年月 日現在

団体の名称

役 ！倣 氏 名

1 生年月日 性 月lj 男 ． 

現住所

役 月続 氏 名

2 生年月日 性 日lj 男 ． 

． 現住所

役 月i夜 氏 名

3 生年月日 性 月lj 男 ． 

現住所

役 可能 氏 名

4 生年月日 性 月lj 男 ． 

現住所

役 月哉 氏 名

5 生年月｜二｜ 性 別 男 ． 

現住所

千支 可能 氏 名

6 生年月日 性 日lj 男 ． 

現住所

1 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。

2 共同事業体応募の場合、構成団体ごとに作成してください。

女

女

女

女

女

女



（様式第6号）

共同事業体構成員一覧表

平成年月日
共同事業体名

団体名
~ 

代表者 j峨名
ふりがな

代表団体
氏名

所在地

電話 FAX 

団体名

代表者 j賊名
ふりがな

氏名
構成団体

所在地

電話 FAX 

団体名

代表者 職名
ふりがな

氏名
構成団体

所在地

電話 ドAX

．〆

団体名

代表者 ！阪名
ふりがな

氏名
構成団体

所在地

電話 FAX 

I 共同事業体応募の場－合のみ提出してください。

2 記入欄の過不足に関しては、必要に応じ追加、削除してください。



（様式第 7号）

申請手続き等に関する委任状

平成年月日

延岡市長 0000 様

共同事業体の名称

（構成団体） 所 在 地

商号又は名称

代 表 者 氏 名 ⑫ 

（構成団体） 所 在 地

商号又は名称

代表者氏名 ⑫ 

私は、下記の共同事業体代表者を代理人と定め、 0000000000の指定管理者の

申請手続き等に関して、次の権限を委任します。

（受任者）

共同事業体

代表団体

《委任事項》

所在地

商号又は名称

代表者氏名 ⑫（使用印）

1 指定管理者申請書書類の作成及び提出、申請辞退屈の提出に関する件

2 指定管理業務に係る基本協定及び年度協定の締結に関する件

3 指定管理業務に係る管理運営経費の請求及び受領に関する件

4 その他前各号に付随する一切の権限



~ 

延岡市0000管理運営業務に関する共同事業体協定書

（目的）

第 1条 、 、・・・・・のO社は、延岡市0000（以下「（施設名）」と

いう白）の指定管理者募集にあたり、共同事業体を結成し、申請関係書類の作成、提出を行い、

指定管理者として（施設名）管理運営業務（以下「管理運営業務Jという。）を共同連帯して

履行することを目的とする。

（名称）

第 2条共同事業体の名称は、 （以下「当共同事業体Jという。）とする。

（事務所の所在地）

第 3条 当共同事業体は、事務所を延岡市 に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第4条当共同事業体は、平成 年 月 日に成立し、指定管理者としての管理運営業務

の履行完了後解散する。ただし、延岡市が当共同事業体以外のものを（施設名）の指定符理者

に指定したときは、その時点で解散する。

2 前項の解散の時期は、構成員O社の協議により、これを延長することができる。

（構成員の所在地及び名称）

第 5条 当共同事業体構成員は、次のとおりとする。

所在地

商号又は名称、

代表 者氏名

所在 地

商号又は名称

代表者 氏 名

所在地

商号又は名称

代表者氏 名

（代表者の名称）

第 6条 当共同事業体は、 を代表者とする。

（代表者の権限）

第 7条 当共同事業体は、次に掲げる事項についての権限を有するものとする。

( 1 ）申請関係者類の作成及び提出

( 2）延岡市との管理運営業務についての協定者の締結

( 3）管理運営業務についての管理運営経費の訪求及び受領

（構成員の責任）



第8条 各構成員は、管理運営業務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第9条本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（構成員の脱退に対する措置）

第 10条 構成員は、延岡市及び構成員の承認がなければ、管理運営業務の履行を完了する日ま

では脱退することができない。

2 構成員のうち管理運営業務の履行を完了する日前において前項の規定により脱退したもの

がある場合においては、残存構成員が連帯して管理運営業務を履行する。

（構成員の破産又は解散に対する措置）

第 11条 構成員のうちいずれかが管理運営業務の履行を完了する目前において破産又は解散

した場合においては、前条第2項を準用する。

（協定書に定めのない事項）

第 12条 この協定書に定めのない事項については、構成員O社の協議により定めるものとする。

外O社は、上記のとおり延岡市（施設名）管理運営業務に関する共同事業体

協定を締結したので、その証拠としてこの協定書O通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各

自所持するものとする。

平成年月日

所在地

商号又は名称

代表者氏名

所在地

商号又は名称、

代表者氏名

所 在地

商号又は名称

代表者氏名

⑪ 

⑫ 

⑪ 
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指定管理者制度運用方針

延 岡 市

平成21年2月
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I .指定管理者制度の概要

1 .指定管理者制度とは

公の施設の管理権限を「指定Jにより当該指定を受けた者に委任するもの。

多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

事業者等のノウハウ等を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の削減を図るこ

とを目的に、従来の「管理委託制度Jの代わりに、平成 15年 9月の地方自治法

改正により創設された制度である。

この制度が導入されたことにより、これまで公的団体（公共団体、公共的団体、

自治体が出資している法人）に限られていた公の施設の管理運営を、民間事業者

も含めた幅広い団体も行うことが可能となった。

く〉指定管理者制度と管理委託制度の遣い

従来の管理委託制度とは、受託者である公的団体が設置者である自治体との契

約に基づいて、公の施設の管理に係る具体的な事務事業を行うもので、当該施設

の管理権限及び責任は自治体が有しており、使用許可権限（行政処分）などは委託

出来なかった。

指定管理者制度とは、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任（代行）

して行わせるもので、指定管理者は管理を幅広く代行でき、施設の使用許可権限

をもち、条例の範囲内での料金設定や、利用料金を自ら収入とすることも可能と

なった。

2.公の施設とは 〈施設の要件〉

公の施設とは、地方自治法第244条に「住民の福祉を増進する目的をもって住

民の利用に供するための施設」と規定されており、以下の4つの要件を満たすも

のであり、その設置管理に関する事項は、条例で定めなければならない。

①「地方公共団体jが設けるもの

地方公共団体以外の者が設置する施設は、公の施設ではない。

②住民の福祉を増進することを目的とし、住民の利用に供するためのもの

庁舎・試験研究機関等の本来的機能が住民の利用を予定しない施設、また刑

務所等、社会的秩序を維持するために設けられる施設は公の施設ではない。

③「当該地方公共団体」の住民の利用に供するためのもの

物品陳列所等の当該地方公共団体の区域外の者の利用を目的とした施設は、

公の施設ではない。

④「施設Jであること

物的施設を中心とする概念であり、人的サービスはその要素ではない。

具体的な例としては、主な以下のものが挙げられる。

区分 例示

体育施設 体育館、運動場、プール

教育・文化施設 学校、博物館、図書館、文化会館、公民館、コミュニティセンター

医療福祉施設 診療所、老人福祉施設、児童福祉施設、保育所

公営企業 公立病院、上水道 下水道、工業用水道、パス路線

その他 公園、道路、河川、公営住宅、墓地

-1・
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3.指定管理者となることができる者
地方自治法第244条の 2第3項においては、「法人その他の団体Jであれば指定管

理者となることができることとされており、指定管理者となることについて特段の制約

はないが、個人を指定管理者として指定することはできない。

n.制度導入に向けた基本的な考え方

1 .公の施設のあり方についての検討、方針決定

指定管理者制度導入の検討を行う前に、施設の必要性を検討する必要がある。

市民にとって必要な施設か、配置上他の類似施設（民間施設を含む。）と競合し

ていないか、費用対効果はどうか、利用率はどうかなどを総合的に判断し、市が運

営する必要があるかを検討する。

状況によっては、施設の廃止、統合、譲渡等の方針を決定する。

( 1）公の施設のあり方についての検討フローチャート

公の施設

施設の必要性の検討

市民にとって必要な施

設か、費用対効果はどう

か、利用率はどうか等

｜※ 1参照｜

必要性がないと

判断した場合

必要性があると判断した場－合

公の施設のあり方につ

いて見直し
施設の廃止、地域・民間

への譲渡など。

｜※2参照｜

公の施設の管理運営方法の検討

指定管理者制度 （直営〈業務の一部委託含む〉
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( 2）公の施設の必要性および有効性の検討基準図

①必要性（市が設置する必要性に関する視点）

ロ 施設の設置目的が時代、市民ニーズに適合しているか。

業務見直し等により、対応できる見込みのないものは、廃止又は統合を検討する。

口 施設の設置目的や機能が類似した施設が近隣に複数あり、競合していないか。

近隣施設と競合しているうえ、利用の少ないものは、廃止又は統合を検討する。

口 市が管理、運営を行わなければならないだけの公共性があるか。

特定の地域の住民だけを対象にしている施設で、市が設置する必要性が認められ

ないものは、譲渡を検討する。

②有効性（利用に関する視点）

口 施設の設置目的に沿った利用がなされているか。十分に利用されているか。十

分に利用されていても、特定の個人、団体に極端に偏ったものとなっていないか。

利用実態を把握したうえで、譲渡、廃止を検討する。

利用が低調な場合には、その原因を分析したうえで、増加の見込みがなければ、

廃止を検討する。利用に大きな偏りがある場合には、譲渡、廃止を検討する。

口 施設の管理運営が硬直化していないか。利用目的に照らして効率的、弾力的に

行われているか。

現在の利用条件が、利用向上の阻害要因と認められるものについては、条件の緩

和、変更による利用の向上を検討する。

利用条件緩和により、施設の性格が所期の設置目的と事離するものについては、

廃止を検討する。

( 3）公の施設のあり方についての見直し検討図

公の施設のあり方について、以下の区分で見直しを行い、市が設置する必要が

あると判断した施設について、管理手法について検討を行う。

①廃止

・社会経済情勢の変化により、役；lf1Jを終えたもの

－税金を投入してサービスを提供することがふさわしくないもの

・利用率が低下しており、今後も向上の見込みがないもの

②譲渡（公益法人、民間、有償・無償等）

－利用者が特定の地域に偏っているもの

・公共性がなく、民間事業者等が同種のサービスを提供しているもの

（※誠波方法については「延岡市財産条例Jに照らし合わせること）
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2.指定管理者制度導入の判断

公の施設における指定管理者制度導入については、慎重な検討が必要であり、指

定管理者制度を導入することにより、かえって利用者に対するサービスが低下す

る場合や、管理コストが増加してしまう場合が考えられる。

そこで、制度導入にあたっては、以下に示す「（ 1 ）判断のポイントJ及び「（ 2) 

判断フロー」に基づき、各所管課において、管理運営方針を決定する。

( 1 ）指定管理者制度導入の判断ポイント

指定管理者制度

口民間参入の可能性がある施設

行政以外に問機のサービスを提供する民
間事業者等が存在する場合、民間事業者
等が市と同様又は類似施設を設置してお
り、市の施設が民Ill]と競合している場合。

ロサービス向上が期待出来る施設

直営（業務委託含む）

口制度導入のメリットがない施設

清掃・メンテナンス等の業務委託で対応
でき、施設の管理運営に関し、民間ノウ
ハウの導入の余地が少ない場合、または
職員の指導のもと、臨時職員・パート職
員で十分対応出来る場合。

民間ノウハウの活用により、利用者に対｜口市の関与が必要な施設

する接客や窓口サービス、相談、苦情処｜ 施設で実施する政策的な事業と施設管理
理等が質的に向上する場合。 ｜ 業務とを市が一体的に実施した方が効率

的・効果的な場合。

口管理運営経費削減が期待できる施設

競争原理の導入、民l/IJノウハウの活用に｜口民間参入が期待できない施設

より、管理運営コストの削減が期待出来｜ 行政以外に同級のサービスを提供する民
る場合。 ｜ 同事業者等が存在しない、民間が参入す

るメリットがない等、民間参入の可能性

口施設の利用促進が期待できる施設
がj郎、場合。

利用料金制の採用とともに、民間ノウハ
ウ（利用時間拡大等）、専門性、事業の企｜口施設のあり方の再検討
画運営能力を活用することにより、施設｜ 施設のあり方の再検討を行うため、一定
の利用促進が期待出来る場合。 ｜ の検討期fillを確保する目的で直営を維持

口住民自治意識の向上、地域協働の推進

が期待出来る施設

地域団体や NPO法人による管理運営に
より、住民自治む織や地域協働意識の向
上が期待できるJJ]・合。
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( 2）指定管理者制度導入の判断フロー

公の施設のあり方を検討
し、その必要があると判
断された施設

YES • 

NO ・・・・・・・・・H ・－砂

地域課題解決を図るため
には、施設管理者による
事業展開（自主事業を含
む）が必要である。
※単なる施設管理業務だ
けではない。

経費削減効果や職員の事務
軽減が期待出来る。 ド・・・・・・・争

直

事業展開に高度な
経営ノウハウや専門的
知識が必要である。

自主事業の展開や l I I 戸崎
経費節減効果、サ｜ I I 昌
一ビス向上が期待 l I . ー

できる。 ド・4・・・・・・・・・・・・・・・・・・p

制 度導入

3.指定管理者制度導入に当たっての基本方針

( 1 ）募集方法（公募の原則）

制度の趣旨を考えると、公募することにより市場原理がはたらき、より一層の

サービス向上やコスト縮減が期待される。

従って、指定管理者を選定するにあたっては、原則、公募とする。

ただし、施設の特性、設置目的等により指定管理者が特定できる場合は、非公

募とすることができる。

非公募とする場合は、客観性のある理由が必要であり、怒、意的にならないよう

留意するとともに、議会や住民へ十分な理解が得られるよう努めるものとする。

なお、公募、非公募の判断基準は、次の表のとおりとする。
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公募

口新規施設に制度を導入する場合
※ただし、非公募の判断基準に合致して；

いる場合は、その都度、個別に判断。

口 「非公募の判断基準Jに該当しない場
合（他の業務委託契約との整合性を図
る観点から）

非公募

口 地域密着型の施設＊1で住民自治意識

等の向上、市民や地域との協働の推進
等が期待でき、かっその受け皿となる
べき団体がその地域に 1団体しか存在
しない場合
｛例］地域コミュニティ施設、市民活動セ

ンタ一等

口 施設の管理運営に対する市のモニタ｜口 専門的かつ高度な技術、ノウハウ等
リング結果が不良、若しくは利用者の｜ を有する団体を指定することが適切な

苦情等が頻繁巳ある場合F 炉 問 日目 ー“｜ 管理運営に資すると認められる場合
；※ただし、非公募の判断基準に合致して11 ｛例］地域医療施設

I いる場合は、その都度、個別に判断。；｜ （夜間急病センター、診療所）

口 施設設置目的を達成するために、他｜口 指定期間中に、市又は指定管理者の
の民間事業者の新たな管理運営ノウノ、｜ 都合により指定の取消しをした場合、
ウ．等が必要とされる場合 ｜ 緊急に指定管理者を指定する必要があ

例）現管理者では、赤字から黒字転換等の｜ る場合
収支改善が期待できない場合等

口 その他市長が相当の理由があると認、
める場合

O地域密着型の施設事1：主に地域住民の活動に供する施設

( 2）指定の期間

指定の期間は5年を基本とする。

ただし、高度な専門性や継続性を要し、管理運営ノウハウが求められる施設（本

市では地域医療施設【夜間急病センタ一、診療所］のみ）やモニタリングの評

価を通じ、非常に良好な管理運営がなされている施設は5年を超えても可とす

る。また逆に、指定期間を短くする場合は、市民協働・男女参画課と協議する
ものとする。

( 3）指定管理料

指定管理料については、業務意欲や士気を低下させない観点から、精算をしな

いものとする白ただし、新規施設であること等の理由により、管理経費等の把握

が難しい場合や、その他精算を行うべき理由のある場合については、この限りで

はない。

また、精算する場合は、募集の段階で事前に示すこととする。

指定管理料の額については、応募者に基準となる額を示す必要があることか

ら、参考として募集の段階で、過去の管理に要した経費の平均額等を示す。

(4）利用料金制度の積極的な導入

利用料金制を導入することにより、指定管理者に対しては、経営努力への業務意欲

や士気を低下させないことにもなり、行政側においては会計事務の省力化につなが
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ることから、施設の性絡・設置目的等を踏まえて、積極的に導入の検討を行う。

~!I!~＝制度導入手続き

1 .条例の整備〈制定又は改正〉

制度を導入する場合は、各公の施設の所管課（以下「所管課j としづ。）において、

個々の施設条例を制定・改正するものとする。条例に規定すべき事項は下記のとおり。

－管理の基準

住民が施設を利用するに当たっての基本的な条件

（休館日、開館時間、使用制限の要件等）

－業務の範囲

指定管理者に行わせる業務の具体的な範囲

使用許可、施設設備の維持管理等の「施設管理業務J以外に、市の業務として

当該施設で実施するソフト事業等を指定管理者に行わせる場合は、その旨を明

記するものとする。

2.選定の手続

( 1 ）施設に係る管理運営上の課題等の把握

所管課は、 ffllj度導入の判断H寺に検討した以下の事項等について、さらに検討を加え、

整理したうえで、制度導入の手続きを進める。

①当該施設の設to：目的、規模、サービス内容、管理業務の内容及び質

②政策目標を達成するために当該施設が果たすべき役割、機能

③当該施設に係る管理運営の現状・課題

④目指すべき施設の管理運営（人員体制、管理コスト、資格要件、サービス向上等）

⑤指定管理者として望ましい民間事業者

⑥その他必要と思われる事項

施設の設置目的、規模、 施設が果たすべき役割、機能

く〉
・目指すべき施設の管理運営（人員体制、管理コスト、資絡要件、サービス向上等）
．指定恰：理者として望ましい民間事業者等

。募集方針、募集要項、仕様書、申請書、選定基準（審査基準）への反映

( 2）募集方針の策定・決裁

①「（ 1 ）施設に係る管理運営上の課題等の把握j において整理した事項を踏ま

え、募集方針を策定することとし、その内容は以下のとおりとする。
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なお、指定期聞が満了し、新たに指定管理者を指定する場合についても同

様に方針の策定を行うこととする。

ア 指定管理者制度を導入する施設の名称及び位置

イ 管理の基準（休館日、利用時間等）の具体的内容

ウ 施設管理運営と指定管理者募集の基本的な考え方

エ 指定管理者が行う業務の範囲の具体的内容

オ応募資格とその設定理由

カ 選定方法、選定基準及び配点等（基準の適用判断及びその理由）

キ指定の期間

ク 利用料金制の有無

ケ 指定管理料の予定額とその積算根拠

② 募集方針は原則施設ごとに策定するが、サービスの向上、経費の節減、管理運

営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者にまとめて行

わせることが適当と判断できる場合は、一括して方針を策定することができる。

③ 募集方針の決裁は「市長決裁Jとし、企画部長、市民協働・男女参画課長に合

議を行うこと。

(3）募集要項・仕様書・申請書等の作成

所管課は、「（ 2）募集方針jにおいて策定した事項を踏まえ、募集要項、仕様

書、申請書、選定基準を作成する。

(4）公募に必要な情報提供と準備期間の設定

所管課は、指定管理者の募集にあたって、申請しようとする民間事業者に対し

ては、募集要項を基本に公平・公正に施設の管理運営に必要な情報を提供する

とともに、施設規模の大小や管理業務の難易度等を勘案して、 1ヶ月程度の申

請書作成のための準備期間を設定する。ただし、緊急な場合についてはこの限

りではない。

【情報提供事項（参考）］

基本的には下記に掲げる事項とするが、施設の特性に応じて追加削除すること。

① 施設の概要（名称、規模、平面図等）

② 施設管理に関する法令等

③ 指定管理者が行う業務の範囲（業務仕様書）

④ 指定の期間

⑤ 応募資格、応募窓口、応募期間、応募方法、説明会の有無

⑥ 申請書、事業計画書、その他申請に必要な書類及びその様式

⑦ 選定方法、選定基準

③ 利用料金制の有無、施設管理経費の取扱い
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3.公募しないく非公募〉揚合の手続き

公募せずに特定の団体を候補者として選定する場合においても、公募の場合と

同様に、①申請要項（募集要項に変わるもの）及び②仕様書を作成し、当該団体

に一定の期間を設けて申請書や事業計画書など申請に必要な書類を提出させると

ともに、書類審査等を行い、指定管理者としての適格性を判断することとする。

4.公募して申請者がいなかっだ揚合の対応

基本的には仕様書の見直し等を検討した上で再公募の手続きをとる。

5.候補者の選定

基本的な選定の流れ（手順）については、下表のとおりとする。

書類の受理 I ~ 資格審査 ｜ 【所管課】

( 1 ）申請書類の審査

項目審査

（第 1次審査）

＋ 
項目審査

（第2次審査）

｜候補者の決定｜

【所管課】

【指定管理者選定会議】

延岡市指定管理者選定会議（以下「選定会議Jとしづ。）は、申請者から受理し

た申請書類の審査を行い、以下の選定基準に基づき、総合評点方式によって算出

された数値を参考に選定会議の協議により候補者を決定する。

①資格審査

申請者から受理した申請関係書類に基づき資格審査を行う。

資格審査は募集要項における資格要件を全て満たすことが必要である。

②項目審査

下記の選定基準により所管課が定めた審査項目に基づき審査を行い、評価に応

じて評点を付すものとする。

(2）審査方法

①第1次審査（所管課による審査）

各所管課において、必要に応じて申請者のヒアリングを行い、評価を行うもの

とする。評価は（ 3）選定の基準の「別表J(P.11～12）に基づき審査する。

評価者は、課長のほか、課長補佐、担当係長、担当者の中から 2名、計3名と

し、審査基準について各評価者が評点を付し、平均集計を行った後、所管課とし

て候補者を決定するものとし、選定会議に選定理出を付して提出する。
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②第2次審査（指定管理者選定会議）

選定会議において、各所管課における審査経過、審査内容及び選定理由の説明

を受け、所管課の候補者の決定に関し審査を行った後、選定会議として候補者を

決定する。

(3）選定の基準

公の施設の種類に関わらず、以下の事項を共通の選定基準とする。

なお、「III. 2一（ 1 ）施設に係る管理運営上の課題等の把握Jにおいて整理

した事項を踏まえ、必要により施設毎の特性に応じた事項を追加するものとする。

【選定基準（共通事項）】

① 市民の平等な利用が確保されること。

② 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

③ 事業計画の内容が、管理経費の縮減を図られるものであること。

④ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

これらの選定基準について、「施設管理業務の専門性勺の視点により、下記のと

おり 2つに分類し、施設の特性に応じたそれぞれの基準毎の配点とする。

施設の特性に応じた基準毎の配点は次項（Pll～12）のとおり。

＊専門性（ノウハウ）の視点

業務の定型性（貸館業務等）、技術性、ソフト事業の企画実施ノウハウの有無等

大
①専門（ノウハウ）施設

専
門
性

【施設例】

レクレーション施設、観光施設、産業振興施設、社会福祉施設、地域医療施設、

文化振興施設

［選定基準の配点の視点］

・施設で実施する事業内容の優劣 ・サービスの質と経営能力

②定型（貸館）施設

（
ノ
ウ
ハ
ウ
）

【施設例】

スポーツ体育施設、公園、社会教育施設、公民館・コミュニティ施設

【選定基準の配点の視点］

－サービスの質と経営能力 ・経費の縮減

【選定基準及び配点の設定に係る留意事項】

口共通事項の4つの基準については、必ず設定すること。

口候補者選定の要件として、「採点合計が総配点の 10 0分の 60以上を満

たすことJを目安とする。
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【指定管理者候補者選定基準（①専門ノウハウ施設）例示】

選定基準 審査基準 配点 評点

関係する法律、条例等に基づく施設の管理運
5 

①市民の平等な利用
営方針や基準を理解し、遵守が見込まれるか。

が確保されること 情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に
5 

講じられる見込みがあるか。

小計① 1 0 

施設の管理業務に対する基本方針は適切か。
1 0 

（施設条例等の趣旨に沿っているか。）

自主事業計画書の内容は適切か。
1 0 ②事業計画の内容 （自主事業を行わせない場合は「60%の得点Jとする）

が、施設の効用を 一

最大限に発揮する
利用者に対するサービス向上は適切か。

5 
（提案がなされているか）

ものであること 崎山山一一一一－－－・・刊一一一一一同町一..…同一一白川町一H・H・－ 一・・・一 ……・0・。“・岡崎町一一一一一一．帽－・－”m・－・－・－・・－－・－””ーω

利用者の満足度や要望の把握及びその実現策
5 

は適切か。

；川匂計② ピ 1・~·3:b＇＇.：：：‘
‘ ー．

、
ら

総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の
1 0 

③事業計画の内容 節減が図られる見込みがあるか。
一一一一…

が、管理経費の縮
経費節減のための方策は適切か。 5 

滅が図られるもの 一一一”一一一”町一一一－－・・・一一一

であること その他の管理経費の設定に無理はないか。 5 

小計③ 20 

法人等の経営状況に問題はないか。 1 0 

④事業計画に沿った 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・
20 管理を安定的に行 研修計画・緊急時の対応）は十分なものか。

う能力を有してい 一一一

ること 施設管理を安定的に行う能力を期待すること . 1 0 
が出来るか。

.-JJ＇.・；計④ 40 

※所管課の意見

総合評点（①＋②＋③＋④） 100 

※必要な場合は、所管課で必要な基準を追加することができる。

［採点基準（ 5点満点）］ 5点優れている、 4点やや優れている、 3点ふつう、 2点やや劣る、 L？.＼劣る

［採点基準(lo点満点）] 10点優れている、 8点やや優れている、 6点ふつう、 4点やや劣る、 2点劣る

｛採点基準（20点満点）] 20点優れている、 16点やや優れている、 12点ふつう、 8点やや劣る、 4点劣る
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【指定管理者候補者選定基準（②定型貸館施設）例示】

選定基準 審査基準 配点 評点

関係する法律、条例等に基づく施設の管理運
5 

営方針や基準を理解し、遵守が見込まれるか。
①市民の平等な利用 ”・．．．．． ”・”・”・・・．”・．”・．”・”・”・．．．．．．．． 一 一

が確保されること
情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に

5 
講じられる見込みがあるか。

小計① 1 0 

施設の管理業務に対する基本方針は適切か。
5 

（施設条例等の趣旨に沿っているか。）

②事業計画の内容
自主事業計図書の内容は適切か。

5 

が、施設の効用を
（自主事業を行わせない場合は「60%の得点Jとする）

最大限に発揮する 利用者に対するサービス向上は適切か。
5 

ものであること （提案がなされているか）

利用者の満足度や要望の把握及びその実現策
5 

は適切か。

小計② 20 

総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の
2 0 

③事業計画の内容 節減が図られる見込みがあるか。
一一一一一…・…

が、管理経費の縮 経費節減のための方策は適切か口 1 0 
減が図られるもの 山一一一同“一 一 一
であること その他の管理経費の設定に無理はないか。 1 0 

。司、二計③ 40・h

法人等の経営状況に問題はないか。 1 0 

④事業計画に沿った 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・
管理を安定的に行 研修計画・緊急時の対応）は十分なものか。

1 0 

う能力を有してい
施設管理を安定的に行う能力を期待すること

ること 1 0 
が出来るか。

• ：~~~ ;-. t:;, ,' :J,{h«~~；ト計④品！~＜i:·;::.... > _3・ 0. 、、ち＼
！〆、・，’！ 

※所管課の意見

総合評点（①＋②＋③＋④） 1 0 0 

※必要な場合は、所管課で必要な基準を追加することができる0 ・

［採点基準（ 5点満点）］ 5点優れている、 4点やや優れている、 3点ふつう、 2点やや劣る、 1点劣る

［採点基準（10点満点）] 10点優れている、 8点やや優れている、 6点ふつう、 4点やや劣る、 2点劣る

｛採点基準（20点満点）] 20点優れている、 16点やや優れている、 12点ふつう、 8点やや劣る、 4点劣る
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(4）指定管理者選定会議の設置・・・〔詳細！は「指定管理者選定会議設置要綱J参照〕

①設置の目的・会議の役割

選定の公平性、選定過程の透明性の確保及び全庁的な調整の観点から、庁内

に選定会議を設置する。

会議は、団体からの申請内容について所管課が事前に審査を行った結果をも

とに、選定基準に照らして総合的に評価し、指定管理者の候補者を選定するも

のとする。

②組織

会議の委員は、副市長、企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、

農林水産部長、商工観光部長、都市建設部長、北方町総合支所長、北浦町総合支

所長、北川町総合支所長、上下水道局長、及び教育部長をもって組織し、必要が

あるときは、外部の学識経験者や公認会計士等の専門家を会議に出席させその

意見を聴くことができる。

(5）選定結果の通知及び情報の公開

指定管理者選定会議の選定結果を受けて、所管課は指定管理者の候補者の決定

について、市長への報告（決裁）を行う。

また、選定結果を申請のあった団体全てに通知するとともに、候補者に対しては、

議会の議決を経て指定管理者に指定する旨を通知する。

なお、非公募で指定を行う場合にも、同様の通知をする。

また、透明性の確保の観点から、以下の事項についてホームページ等で公開し、市

民に周知を図る。

①施設名 ②選定団体名 ③募集方法④指定の期間 ⑤選定理由

(6）指定の議決と通知、公告

指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法第 244条の 2第6項の規定

により、あらかじめ当該地方公共団体の議会の議決を経なければならないことと

されている。

従って、指定管理者指定の議決時期については、その後の業務引継ぎ、協定書

の締結に係る協議等の期間を考慮し、指定の議決を行う。

【議決すべき事項】

①指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

②指定管理者となる団体の名称

③指定の期間

また、指定の議決後、指定管理者を指定し、その旨を指定管理者に通知すると

ともに、「延岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例」により文

書にて公告する。
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6.協定の締結

指定管理者の指定後、管理に係る細目的事項、本市が支払うべき指定管理料の額

等を定めるため、本市と指定管理者で協定を締結する。

また、指定期間内における全体的事項については「基本協定jで定め、指定管理

料の金額及びその支払時期並びに年度毎に特に定めておくべき事項については、

「年度協定Jで締結する。

基本協定の締結に当たって特に明示すべき事項は主に以下のものとする。

ア指定管理者に管理させる施設、管理業務の内容

イ報告書の作成、提出

ウ調査、監督、監査

エ指定期間、指定管理料（委託費）の額、支払い方法

オ利用料金、物品の帰属

カ施設等の原形変更の承認、原状回復

キ損害賠償、非常事態時の対応、リスク分担

ク管理業務の一括委託等の禁止、権利譲渡の禁止

ケ指定の取り消し、管理業務の停止

コ秘密の保持、個人情報の保護、情報の公開

サ文書等の保存、管理業務の引継ぎ

※ 引継ぎは、安定的な運営を図るため、十分な期間を設ける必要がある。

シその他、施設の規模、設置目的、費用の区分により必要な事項

7.事業報告〈業務・経理状況の報告、実地調査等〉

地方自治法第244条の 2第7項の規定により、指定管理者は毎年度終了後、管理

業務に係る事業報告書を作成し、地方公共団体に提出しなければならないため、以下

のとおり取り扱う。

( 1 ）提出時期

毎翌年5月31日までにおいて所管課の課長が指定する日とする。

(2）提出内容（参考）

①当該年度の管理業務の実施状況報告書

②当該年度の管理に係る収支決算書

③当該年度の団体の経営状況を説明する書類

( 3）提出先

所符諜

(4）事業報告書受理後の取り扱い

内容を精査した上、所管課の課長まで供覧し、必要に応じて業務内容に関する指

導・調査・指示等を行う。
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8.モニタリング〈管理運営のチェック〉
( 1 ）モニタリングとは

指定管理者制度では、複数年度にわたり施設の管理を民間事業者等に委ねるこ

とから、指定期間中の適正な管理を確保するため、指定管理者に毎年度終了後に

事業報告書を提出させるほか、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実

地について調査し、又は必要な指示を行い、指示に従わないとき等には指定の取

消し等を行うことができるようになっている。

公の施設について、協定に従い適正かっ確実なサービスが提供されているか、

サービスの安定的・継続的な提供が可能な状態にあるかなどの監視に加え、現地

調査、管理運営状況の評価を行い、必要に応じ改善に向けた指導・助言を行う。

この一連の流れを「モニタリングJという。

モニタリングは市のみが実施するものではなく、指定管理者自ら行うものでも

ある。

モニタリングの手法は、施設の規模や形態によって異なるため、ここでは、現

時点において、考えられるモニタリングの方法を示す。

所管課において、以下の方法を参考にしながら、適宜省略したり、追加するな

どして、最適の手法を施設の規模や形態に応じて構築する。

(2) モニタリングの方法

①指定管理者によるモニタリング

( i ）業務報告書（月報）の作成・提出

市と指定管理者の協議に基づき、実施した事業の内容及び実績、また

事故防止の観点から施設の安全点検業務報告等を記載した月報も可能な

限り作成し、市に報告する。

（誼）利用者アンケートの実施

施設の形態や利用形態に応じ、所管課と協議の上、実施する。

a .調査方法

意見箱の常設、利用者への直接面談、利用者への郵送 等々

b.調査項目

施設管理状況、利用条件、職員対応、催し・自主事業等

c .調査結果の取扱い

調査終了後、速やかにその対応状況とともに市に報告する。

（温）苦情・事故等の対応

利用者等から指定管理者に寄せられた苦情、意見等については、その

対応状況とともに市に報告する。

事故が発生した場合には速やかに市に報告する。
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②市によるモニタリング

( i ）各種報告書の点検

指定管理者から提出される報告書の内容について点検を行う。

（五）実地調査等（随時）

各種報告書の点検の内容に疑義等が生じた場合は、実態を把握するた

めに実地調査等により確認を行い、必要に応じ指定管理者に対し、改善

指導等を行う。

（温）苦情・事故等の対応

市に直接寄せられた苦情、意見等については、必要に応じて実地調査

等により確認を行ったうえで、指定管理者に改善等の措置を求める。

施設において事故が発生した場合には、速やかに必要な対応をとるこ

と。

( 3）評価および検証について

日々のモニタリング結果に基づき、指定期間中、適切なサービスが提供されて

いたか総括する評価を行う。

得られた評価を踏まえて、再度検証を行い、住民サービスの向上に努める。

【参考】モニタリングのイメージ図

指定管理者

〈モニタリング〉

A 公共サービス提供体制及び

履行状況の点検

B報告書等作成、市への報告

C利用者アンケート

D 苦’tu・意見等の受付・対応

E安全管理の徹底

一提供〉

者アンケート〉

〈D 苦情意見等

市（行政）

くモニタリング〉

①各種報告書の点検

②実地調査

③苦情・事故等の・対応
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9.指定の取消し・管理業務の停止

地方自治法第244条の 2第 11項の規定により、指定管理者が市長の指示に従わ

ないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき

は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができるとされており、以下の事由等に該当する場合は、指定の取消し又は管理業務

の全部又は一部の停止を命ずるものとする。

①地方自治法第244条の 2第 10項の規定による報告の要求又は調査に対して、

これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき

②地方自治法第244条の 2第10項の規定による指示に故意に従わないとき

③条例、条例施行規則又は協定に定める規定に違反したとき

④申込資格を失ったとき

⑤申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき

⑥団体の経営状況悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になっ

たとき

⑦仕様書どおりの管理業務が行われないとき

また、処分を行う際には、当該事由の重大性、当該事由が発生した原因（正当事由

の有無）、処分を行った場合のその施設の運営と市民に対する影響の大きさ、他の指定

管理者に対する措置との公平性等の観点から、所管課において、以下の点について検討

し、公平・適切な処分を行う。

①取消等の処分の要否

②処分の程度（指定取消し、業務全部停止、業務一部停止）

③処分の時期

④処分を行った後の施設の管理方法等
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IV. 導入に向けた基本的な流れと年間スケジュール（参考：公募の場合）

公の施設のあり方よ管理運営方針の決定

よ
～5月 ｜募集要項等の検討、作成

6月議会

（議決）

8月

ι 
設置管理条例の制定（改正）

（条例に規定すべき事項）
． 指定管理者による管理
． 管理の基準（開館時間、休館目、利用の制限等）

業務の純閤（施設の維持管理、事業の内容、施設利用許可等）

利用料金に関する事項

ι 
指定管理者の募集

ホームページ、広報紙等による公募（募集期間は原則 1ヶ月以上）
募集要項の提示（施設の概要、応募資格、選定基準等申請に必要な情報）
事前（現地）説明会や質問受付、回答

ι 
申請書受付

9月第 1週｜． 提出書類（事業計画書、収支予算書等）の確認

所管課における事前審査、候補者の選定

l 
l指定管理者選定会議の設置及び候補者の選定

10月中旬 l

・選定基準及び所管課の事前審査結果をもとに、最も適当な団体を選定

上

10月下旬

12月議会

（議決）

1月～3月

4月～

市長決裁（候補者選定結果の報告）、選定結果の通知

申請者に対し、選定結果を通知 ・議案上程準備

ι 
指定管理の指定の議決

－指定管理者となるべき団体の名称指定期間等に関する議決

よ
指定の通知・公告・事前準備（協定の締結・業務引継ぎ）

相手方に指定管理者として指定する旨を文書で通知
指定管理者の指定について市民に対して公告

指定管理者と管理の細目事項等について協議し、協定締結に備える。

↓ 

｜管理運営業務の開始 （指定の期間は、 5年又は 3年）

ι 
モニタリング、アンケート調査等（毎年）

当該年度目
｜・定期的なチェック、指導

よ
事業報告・業務の調査等（毎年）

翌年5月迄｜
・事業報告書のチェック及び指導
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